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題

l
l地
主
的
改
革
と
「
三
分
担
付

綱
領
の
分
間
か
教
え
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
農

業
・
土
地
問
題
ほ
、
一
一
つ
の
主
要
な
内
容
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
筋
は
、

封
建
的
土
地
所
有
諸
関
係
自
廃
棄
(
土
地
所
有

i
土
地
保
有
に
ま
つ
わ
る

封
建
的
諸
権
利
・
諸
義
務
の
撤
廃
)
の
問
題
で
あ
り
、
第
二
は
、
閏
王

教
会
・
王
党
派
地
主
所
領
の
処
分
の
問
題
で
あ
恥
。
こ
の
革
命
が
農
業
・

土
地
制
度
を
し
乙
に
も
か
く
に
も
商
品
資
木
主
義
経
済
の
諸
条
件
に
適
令

し
た
も
の
に
つ
く
り
か
え
た
、
あ
る
い
は
そ
の
諸
前
提
を
つ
く
り
山
し
た
、

と
す
れ
ば
、
う
え
の
二
つ
が
そ
の
主
要
な
契
機
で
あ
り
、
内
容
で
あ
る
。

こ
の
革
命
で
は
、

r
れ
ら
二
つ
の
問
題
の
解
決
を
め
ぐ
っ
て
、
基
本
的

に
相
対
抗
す
る
「
二
つ
の
綱
領
」

|
|
i
地
主
的
農
業
・
土
地
綱
領
と
農
民

的
良
業
・
土
地
綱
領
が
革
命
勢
力
の
内
部
で
提
起
さ
れ
て
い
た
。
ま
た

イ
ギ
リ
ス
革
命
の
「
ま
体
」
に
か
ん
す
る
検
品
の
結
果
は
、
革
命
の
全
政

治
過
程
を
首
導
し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
地
主
ジ
エ
ン
ト
リ
の
勢
刀
で

あ
コ
た
こ
と
の
位
認
に
帰
着
し
士
。
こ
の
「
二
つ
の
綱
領
」
の
対
抗
の
視

尾

崎

治

芳

点
に
立
っ
て
、
必
要
な
か
ぎ
り
で
、
う
え
の
二
つ
の
問
題
の
解
決
を
通
じ

て
の
、
こ
の
「
主
体
」
の
利
害
貫
徹
の
過
程
を
み
る
こ
と
、
と
れ
が
本
稿

の
課
題
で
あ
る
。
ま
ず
封
建
的
土
地
所
有
諸
関
係
廃
棄
の
問
題
か
ち
と
り

あ
げ
よ
う

P

ω
存
命
の
綱
領
に
か
ん
す
る
以
下
の
亘
及
に
つ
い
て
は
す
べ
て
、
制

稿
「
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
『
一
つ
の
綱
髄
』
」

l
『
経
済
論
謎
」
第
八
十

六
巻
第
三
号
所
収
参
照
。

ω
こ
の
二
つ
の
問
題
処
刑
判
の
具
体
酌
経
過
に
つ
い
て
、
わ
が
国
で
す

で
に
い
く
つ
か
の
労
作
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
新
井
嘉
之
作
「
イ
ギ

り
ス
革
命
に
お
け
る
土
地
問
庖
」
寸
凹
洋
史
学
」

x
x
v、
唯
名

立
明
「
イ
ギ
リ
ス
ベ
叩
氏
革
命
の
土
地
問
題
」
!
っ
社
会
経
新
史
大
系
-

す
所
収
、
山
暢
夫
「
イ
ギ
リ
ス
革
命
に
お
け
る
農
業
問
題
の
特
質
」

同
上
所
収
、
浜
林
正
夫
「
イ
ギ
ジ
ス
市
民
革
命
史
」
一
二
二
二
問

四
ペ
ー
ジ
。
、
と
く
に
武
氏
の
論
文
は
、
門
出
口
】
一
叶
V
O
〉

m
E門戸ロ

F
品
E
P
E。
ロ
丘
昨
日
戸
。
同
2
0】

E
Eロ
J
5
3
5株
主
読
書
記
五
回
言
。



目
立
玄
室
、
と
な
ら
ん
で
、
本
楠
が
と
く
に
負
う
と
こ
ろ
多
い
も
の
で
あ

る
。
是
非
と
も
参
照
し
亡
い
た
己
き
た
い
。
な
お
本
稿
で
の
課
題
は
、

わ
れ
わ
れ
の
視
角
か
ら
す
る
そ
の
歴
史
的
評
価
に
必
要
な
か
ダ
り
で

の
眠
政
い
に
限
定
さ
れ
る
。

川
刷
拙
稿
「
イ
ギ

9
ス
革
命
の
}u

主
体
』
」
『
杭
請
前
提
L

第
八
十
六

巻
筋
四
庁
所
取
参
照
。

刊
封
建
的
土
地
所
有
諸
関
係
白
地
主
的
解
消

〔争
点
と
な
っ
て
し
た
封
建
的
土
地
所
有
諸
関
係
は
、
二
重
に
構
成
さ
れ

て
い

T
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
乙
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
確
認
し
た
叫

つ
は
、
絶
対
主
義
大
柱
の
物
的
内
容
の
根
幹
|
|
領
主
的
土
地
所
有
に

た
い
す
る
国
王
の
上
級
土
地
所
右
権
、
そ
の
法
制
的
-
機
構
的
表
現
と
し

て
の
軍
役
保
有
制
度
古

2
2
σ
1
r
E四
E
Z
H
d
R
O
な
ら
び
に
後
見
裁

判
所
門

2
2
0
2司
自
骨
自
己
ピ

2
2
2
の
存
在
(
国
王
U

領
主
関
係
)

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
悩
主
と
農
民
主
の
封
建
的
地
代
収
取
関
係
を
圭

示
す
る
隷
農
土
地
保
有
|
|
コ
ピ

l
ホ
ー
ル
ド
ロ
oヨ

rEの
存
立
(
領

主
U
隷
農
関
係
)
で
あ
る
。

ω
宜
れ
担
保
有
に
と
も
な
う
諸
義
務
は
以
下
の
と
お
り
。
川
年
間
四

O

目
白
軍
役
(
は
や
く
か
ら
金
制
)
、
川
判
長
干
の
騎
士
叙
任
.
長
女
の
結

婚
、
逮
捕
さ
れ
た
際
の
釈
放
に
つ
い
て
、
臨
時
献
金
、
川
円
相
続
税

(
年
地
代
相
当
可
制
未
成
年
相
続
人
に
た
い
す
お
同
王
の
無
制
限
後

見
権
、
川
門
譲
渡
に
際
し
て
許
可
料
〈
年
地
代
の
三
分
の
一
相
当
)
、
許

可
な
き
誠
波
に
は
科
料
(
年
地
代
相
当
〕
。
山
崎
夫
、
前
関
論
文
一
心
一

ペ
ー
ジ
参
照
。
ま
た
こ
れ
に
か
ん
す
る
当
時
の
記
述
史
料
は
丘
ロ

イ
ギ
リ
ス
革
命
の
農
業
・
土
地
問
題
解
決
と
そ
の
歴
史
的
意
義

国
己
自
己
何
一
口
巳
戸
(
丘
)
}
ヨ
柄
引
き
ぬ
見
礼

E
2
F
3
H
N
H

-
2
コ
ピ
l
ホ
ー
ル
ド
に
伴
う
諸
義
請
に
つ
い
と
は
、
拙
稿
「
イ
ギ

リ
ス
叫

J

命
の
「
二
つ
の
桐
mm」
」
(
前
掲
)
参
照
@

後
見
裁
判
所
お
よ
び
軍
役
保
有
制
度
の
廃
止
が
、
長
老
派
・
独
立
派
。

ジ
エ
ン
ト
リ
的
地
主
的
綱
領
の
基
本
九
容
で
あ
っ
た
こ
と
も
す
で
に
み

た
。
か
れ
ら
の
要
求
は
そ
の
綱
領
『
ニ
ュ

l
カ
l
ス
ル
提
案
』
な
ら
び
に

「
建
議
要
綱
』
の
提
出
以
前
に
、
す
で
に
「
長
期
議
会
」
初
期
に
お
い
て
、

一
六
四
三
年
四
月
一
四
日
つ
い
で
阿
年
七
月
二
回
目
。
こ
円
問
題
に
か
ん

す
る
特
別
委
員
会
の
設
置
に
よ
り
準
備
さ
向
、
四
六
年
二
月
二
四
日
の
議

会
に
よ
る
「
後
見
裁
判
所
廃
巾
の
た
め
の
両
院
の
条
令
』

d
可
決
に
よ
っ

て
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
l
|

「
後
且
占
有
引
渡
裁
判
所
お
よ
び
後
見
権
毛

mwE匹
与

は

す

べ

て
本
日
よ
り
撤
廃
さ
れ
る
@
す
べ
て
日
従
に
よ
る
保
有
甘
口
ロ
足
げ
可

『
E
P唱
と
そ
れ
に
附
随
す
る
一
切
の
一
時
金
、
認
可
金
、
差
押
一
部
談

金
、
譲
渡
許
可
料
、
そ
の
他
す
〈
て
の
一
諸
良
担
は
、
伺
じ
く
撤
廃
さ
れ

る
。
ま
た
す
べ
て
の
牢
役
に
よ
る
保
有
吉
ロ

5
0
げ吋
W
ロ
品
耳

Z3MCO

は

同

由

普

通

保

有

昨

2
m
g仏

8
5
E
oロ
E
E
m
o
に
変
更
さ

2
 

れ
る
」
。

こ
こ
に
組
主
的
土
地
所
有
は
大
権
か
ら
解
比
さ
れ
、
土
地
所
有
権
の
譲

渡
・
売
買
、
土
地
道
川
等
に
か
ん
す
る
自
由
た
私
的
処
分
権
主
具
備
し
た

法
的
に
近
代
的
な
土
叫
瓜
有
権
に
転
化
さ
れ
作
。
こ
の
条
令
は
、
五
六
年

一
一
月
二
七
日
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル

1
独
立
派
政
権
司
自
古
丘
号
旦
σ
の
も
と

第
八
十
七
巻

第
同
号

五

五
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3

 

で
再
確
認
さ
れ
、
さ
ら

r六
O
年
の
王
政
復
古
に
お
い
て
、
山
王
党
派
地

主
と
議
会
派
ジ

z
y
ト
り
の
厚
手
が
な
っ
た
と
台
、
円
。
雪
E
C
O回
可
日
ー

巴

m
v
S
E仲
に
お
い
て
か
れ
ら
が
最
J

伺
に
着
手
し
た
の
も
ま
た
、
こ
の
条
ム
v

m故
終
的
立
法
化
で
あ
っ
た
今
土
地
保
有
法
』
芦
丘
昇
。
。
同
斗
『
o
p
c
E切
)
ω

チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
は
、
代
償
と
し
て
牛
俸
一

O
万
ポ
ン
ド
(
大
衆
郵
税

内
凶
消
費
税
日
口
自
に
よ
り
制
連
)
を
給
付
さ
れ
て
、
名
実
と
も
に

E-

買
お
仏
間
E
m
に
転
化
し
、
こ
こ
に
ジ
エ
ン
ト
リ
綱
領
の
主
権
規
定
(
都
市

「
止
組
合
員
」
と
土
地
所
有
者
を
選
議
権
者
と
す
る
「
議
会
主
権
」
、
そ
れ

忙
某
づ
く
プ
ル
ジ
ヨ
ア
立
憲
肯
主
制
の
樹
立
)
は
ひ
と
ま
ず
実
現
き
れ
る

に
い
た
っ
た
(
「
名
背
中
命
」
に
お
け
る
最
終
解
決
を
組
起
さ
れ
た
い
)
。

と
こ
に
地
主
ジ
ー
ン
ト
り
は
、
あ
ら
た
な
プ
ル
シ
ご
ノ
的
条
件
の
も
と

で
目
ら
の
土
地
所
有
を
維
持
す
る
法
的
保
証
を
獲
得
し
に
、
ー
と
同
時
に
、

と
の
あ
ら
た
な
主
権
形
態
に
、
物
質
的
土
台
を
賦
与
す
る
こ
と
に
成
功
し

た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
合
志
す
る
と
こ
ろ
多
い
評
言
を
ひ
い
て
お
こ

「
ス
テ
ュ
ア

l
ト
王
朝
仮
興
の
も
と
で
は
、
土
地
所
有
者
士
ち
が
、
柿

奪
行
為
を
法
仲
に
よ
っ
て
送
行
し
た
か
れ
ら
は
封
建
的
土
地
制
度

を
廃
止
し
た
。
す
な
わ
ち
土
地
の
負
う
国
家
へ
の
給
付
義
務
を
ふ
り
す

て
、
農
民
間
そ
の
他
白
人
民
λ
来
に
た
い
す
る
課
税
に
よ
っ
て
国
家
の

損
害
を
『
賠
償
L
L
、
彼
等
が
封
建
酌
名
義
を
有
し
た
に
》
ど
ま
る
領

地
〔
民
民
が
地
主
自
身
と
同
じ
封
建
的
権
利
名
義
を
も
っ
て
い
た
土

地
)
り
近
代
的
私
有
権
を
要
求
L
、
最
後
に
か
の
居
住
法
を
制
定
す

る
に
一
ヱ
っ
た

第
八
十
七
巻

第
四
号

主
」
八

『
名
誉
革
命
』
は
オ
レ
シ
デ
去
ウ
ィ
り
ア
ム
三
世
と
と
も
に
地
主
的
お

よ
び
資
本
家
的
貨
殖
家
を
も
支
問
者
た
ら
し
め
た
」
u

他
方
、
革
命
期
の
農
民
闘
争
や
詰
願
の
な
か
に
く
り
か
え
し
提
出
さ
れ
、

結
局
レ
ヴ
ァ
ラ
l
ズ
の
綱
領
に
集
約
的
に
表
現
さ
れ
て
い
た
コ
ピ
ー
ホ
ー

ル
ド
を
廃
止
し
農
民
的
土
地
所
有
を
確
立
せ
ん
と
す
る
農
民
国
明
白
星
み
は
、

四
九
年
軍
隊
レ
ヴ
ェ
ラ
l
ズ
の
敗
北
を
も
っ
て
凱
え
去
っ
た
の
で
あ
る
。

後
見
裁
判
所
の
廃
止
を
再
確
認
し
た
六
一
年
の
条
令
は
次
の
よ
う
に
つ
け

加
え
た
、
「
ハ
本
条
令
は
〕
マ
ナ
裁
判
所
記
録
の
船
木
に
よ
る
い
か
な
る
保

有
も
し
く
は
そ
れ
に
附
随
す
る
賦
役
を
も
変
更
す
る
」
も
の
で
は
な
い
、

と
。
領
主
的
土
地
所
有
と
農
民
的
土
地
保
有
と
の
私
有
権
化
(
封
建
的
土

地
所
ー
一
有
諮
問
係
の
廃
棄
)
を
め
ぐ
る
二
者
択
一
的
闘
争
は
、
こ
こ
に
前
告

の
排
他
的
勝
利
に
帰
着
し
た
。
し
か
も
土
地
保
有
権
町
一
私
有
権
化
(
農
民

的
分
割
地
所
有
の
一
般
的
創
出
)
の
方
向
が
こ
こ
に
阻
止
さ
れ
た
だ
け
で

は
な
い
。
そ
の
耕
作
権
と
し
て
の
強
化
の
法
的
措
置
す
ら
結
局
な
に
一
つ

行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
の
唯
一
の
公
的
な
こ
こ
ろ
み
は
、

五
二
年
三
且
法
律
改
正
委
員
会
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
土
「
世
襲
コ
ピ
l
ホ

ー
ル
ド
の
相
続
・
談
搬
に
た
し
γ

す
る
怒
意
的
一
時
金
を
確
定
す
る
法
」
、

「
土
地
相
続
お
よ
び
不
必
要
な
一
時
金
白
負
担
を
邑
り
き
り
、
限
定
相
続

の
土
地
を
向
白
保
有
地
と
同
じ
よ
う
に
相
続
移
動
せ
し
め
る
法
」
、
「
マ

ナ
領
主
に
た
い
す
る
忠
誠
・
服
従
の
慣
習
的
な
誓
約
脅
禁
止
す
る
法
」
白

一
二
法
案
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
れ
ら
の
法
案
は
完
全
な
無
視
の
う
ち
に
日
の

目
を
見
る
こ
と
な
く
葬
り
去
ら
れ

b
u
し
か
も
こ
の
提
案
が
五
六
年
に
再



提
出
さ
れ
た
と
き
、
あ
わ
せ
て
有
訣
き
れ
た
仰
が
「
固
い
こ
み
規
制
法
案
」

で
あ
っ
た
こ
ー
と
は
、
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
ぶ

U

か
く
し
て
上
級
所
有
H
U

「
地
代
徴
収
権
」
と
し
て
の
領
土
的
土
地
所
有
(
領
有
)
に
た
い
し
て
下

級
所
有
H
H

「
土
地
用
益
権
」
と
し
て
の
コ
ピ
ー
ホ
ー
ル
ド
(
保
有
)
が
七
制

し
た
一
つ
の
側
面
制
約
的
権
能
、
マ
ル
グ
ス
の
い
う
「
封
建
前
権
利
名

〈

日

)

義
」
(
い
わ
ゆ
る

p
o者
向
日
の
重
周
性
を
恕
起
1

)

は
、
前
者
の
排
他

的
私
布
権
に
政
収
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
(
ゲ
グ
ェ

l

レ
的
物
権
体
系
の
近

代
的
物
権
体
系
へ
の
「
領
有
」
首
導
に
よ
る
編
成
替
え
)
。
同
時
に
、
い
な

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
コ
ピ
I
ホ
ー
ル
ド
の
他
の
側
面
ー
そ
の
隷
良
土
地
保

布
と
し
て
の
劣
弱
性
(
領
主
的
諸
権
利
へ
の
従
属
)
は
、
存
続
さ
せ
わ
れ
、
い

ま
や
コ
ピ
ー
ホ
ー
ル
ド
向
井
の
破
壊
(
回
い
こ
み
、
一
般
に
計
地
期
間
に
お

い
て
よ
り
短
期
的
・
地
代
制
に
お
か
て
よ
り
高
額
の
・
リ
ー
ス
ホ
ー
ル
ド

〔
土
地
私
有
松
を
前
提
し
た
法
的
に
近
代
的
な
借
地
契
約
〕
へ
の
転
化
、

そ
れ
を
迦
じ
て
の
漸
次
の
「
資
本
」
導
入
〉
の
た
め
に
運
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ピ
ホ
ル
ド
白
杭
存
そ

O
も
の
で
は
な
く
て
、

そ
の
土
地
所
有
者
に
よ
る
破
壊
の
た
め
の
「
温
存
」
で
あ
る
。

川
w

武
暢
夫
、
前
掲
論
文
一
九
五
一
九
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

ω
a
O
E
R
え

F
0
7
5
出
。
回
目
白
岡
。
H
Z
E目的

2
5》
二
耳
目
。
ロ
円
庁

。同

4
Z
E
-
-
】
ロ
∞
回
口
白
色

D
2
八
包
〕
、
同

d
t
p
s号
、
足
立

oaベ
割
引

b
E
E言
S
2
G
H
Z
R
司
氏
さ
E
S
国
主
主
主
S
F
H町、旧白
llHA山町〔
Y]VNUG

川
山
山
門
」
『
門
岡
山
口
-rρ
札
ば
れ
た
叩
司

MUH

川

刊

行

時

尚

早

M
m叫
』

]

W

H

C
「

イ
ギ
リ
ス
革
命
の
農
諜
土
地
問
題
解
此
L

乙
そ
の
歴
史
的
立
議

ω
ロ

ロ

出

戸

E
b
開

口

αロ
(
邑

γ
4
ミ
唱
同
)
白
臼

川
何
マ
ル
ク
ス
「
資
木
諭
』
(
長
谷
部
訳
〉
第
一
部
一
一
心
五

l
一一

。
六
ペ
ー
ジ
。
な
お
〔
〕
内
は
同

O
九
八
ペ
ー
ジ
ム
り
補
足
。

州

W

Q

肖

]
P
E
g
-
-
E
N
M
U
3
2
2句
お
お
門
的
旬
。

HNq
音
3
品
苦

』UH恥
3
E
a
同

E
G
E
N
E
F
H白血口
1
1

』
町
町
口
、
噌
司
田
町
田

U
1

川
W
C
E
H仏

E
門
出
戸
。

W
S
N』

]
V
H記

川
間
浜
林
正
夫
、
前
掲
害
二
三
三
ペ
ー
ジ
事
照
白

川
州
門
町
民

T
E
2一
。
守
主
唱
勺
同
旧
日

川
川
島
武
宜
『
所
有
権
法
の
理
論
』
一
口
五
|
一

O
九
ペ
ー
ジ
審
問
。

M
W

コ
ピ
l
ホ
ル
ド
の
廃
止
と
な
ら
ん
で
、
一
六
四
九
年
に
い
た
あ

レ
グ
エ
ラ

I
ズ
の
諸
綱
餌
文
書
に
一
貫
し
て
か
か
げ
ら
れ
た
佃
主
的

土
地
所
有
廃
棄
と
関
連
す
る
も
う
一
つ
の
要
求
|
|
「
ト
分
の
一
税
」

(
と
り
わ
け
世
俗
餌
主
に
よ
っ
て
私
用
さ
れ
た
そ
れ
)
の
廃
止
の
製

求
も
、
結
局
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
兵
士
激
化
に
牽
引
さ
れ
て
、
抽

立
派
。
『
建
議
要
綱
』
が
か
か
げ
た
「
」
l

分
の
一
税
」
徴
収
上
の
不

平
等
の
是
正
と
い
う
改
良
的
要
求
す
ら
、
独
立
派
の
椎
刈
掌
握
後
も

遂
に
実
効
化
さ
れ
な
か
っ
た
り
で
あ
る
。
ロ
ロ
出
己
唱
。
百
号
一
司

ド一ロ
ニ
王
領
地
・
教
会
領
主
党
属
地
主
所
領
自
地
主
的
処
分

内
乱
勃
議
の
直
後
四
二
年
九
月
五
日
、
下
院
は
内
乱
遂
行
り
費
川
支
弁

を
王
党
派
所
領
の
犠
牲
に
お
い
て
行
う
こ
と
を
決
議
し
た
。
そ
の
後
各
州

の
委
員
会
が
、
個
々
に
、
戦
時
財
政
上
の
必
要
か
ら
、
王
領
地

podE

F
E
ω
教
会
制

C
E
R
V
F
E
F
(監
督
餌

E
m
y
c
-
M
F
E
Z、
助
摂
教

第
八
十
七
巻

五
一じ

第
四
川
方



イ
ギ
リ
ス
本
命
の
農
業
・
土
地
問
題
解
決
と
そ
の
躍
史
的
意
義

会
一
昨
議
会
伺
在
日

E
H牛
島
右
吉
岡
}
伊
豆
ω

)

及
び
そ
の
他
の
王
党
派
地

主
所
領
内
E
E
G
-匡
E
Z
-
F
R
F
の
差
押
え
を
遂
行
す
る
。
こ
れ
ら
の
既

成
事
実
を
総
括
し
、
全
国
的
に
制
度
化
し
た
の
は
、
四
三
年
三
月
二
七
日

ヲ

の
「
芳
押
条
令
」
問
。
占
ロ
虫
訂
正
戸

E
P
E
E
Dの
の
で
あ
っ
た
。
「
条
令
」

γ
l
ヰ
ピ
シ
言
ツ
J

J

U

ン
ヨ
ツ
グ
デ
イ
l
，

一

ア

ヤ

プ

タ

l

は
、
二
名
の
大
監
督
、
二
一
名
の
服
部
門
、
助
祭
、
教
会
一
評
議
会
、
議
会
に
た

い
す
る
武
装
反
抗
者
、
反
議
会
平
に
た
い
す
る
自
発
的
機
金
育
、
議
会
派

人
士
に
た
い
す
る
略
奪
者
、
反
議
会
の
結
社
・
集
凶
へ
の
参
加
者
、
手
を

寸
犯
罪
者
」
骨

rE5Eω
と
指
定
し
、
各
州
委
員
会
に
州
差
押
婆
員
会

m
Z
E
m廿
E
Eロ
円
。
E
E
Hけ
宮
の
の
設
置
と
、
右
の
「
犯
罪
者
」
の
す
べ

イ

ピ

ス

ト

て
の
財
産
・
土
地
収
入
及
び
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
徒
の
そ
れ
の
三
分
の
二
を
強

制
押
収
す
る
権
浪
を
与
え
、
差
押
収
入
の
中
央
委
員
会
円
。
自
目
立
の
O

E

C
。
E
Z
E吉
田
己
]
へ
の
集
中
主
規
定
し
た
u

(

王
領
地
に
つ
い
て

の
み
別
個
に
同
年
九
月
二
一
日
の
条
令
)
。
さ
ら
に
、
四
八
年
五
月
の
第

二
次
内
乱
開
始
の
育
伐
に
も
、
あ
ら
た
な
宅
党
派
加
担
者
に
た
い
し
て
同

様
措
置
が
と
ら
れ
た
(
六
月
一
三
日
布
告
)

U

こ
れ
ら
の
差
押
地
が
そ
の

後
い
か
に
処
分
さ
れ
た
か
、
地
主
と
良
民
の
対
立
、
お
な
じ
ジ
エ
ン
ト
リ

的
農
業
・
土
地
改
坊
の
立
場
が
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
貫
徹
さ

れ
て
い
る
か
。
こ
れ
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
。

ω

E

-

A
目
コ
ス
ミ
ン
ス
キ
ー
縮
、
武
暢
夫
前
「
イ
ギ
リ
ス
革
命
年

表
」
『
経
評
論
叢
」
第
七
六
巻
市
一
一
一
号
所
収
参
照
。
但
し
監
歯
債

に
つ
い
て
は
、
内
乱
以
聞
に
一
六
回
一
年
七
月
九
日
下
院
が
そ
の

「
没
収
一
を
す
で
に
決
議
し
て
い
る
。
円
ト

HY
司
出
口
九
r
f
H
O
Z
Q

第
八
十
ヒ
巻

?正
八

P可

第
四
号

}
コ
ロ
円
門
戸
口
一
。
L
O

〔
け
に
』
]
〕
同
寸
己

ω
州
主
員
会
に
よ
る
差
押
え
は
議
会
の
伏
識
と
両
接
に
は
関
係
せ
ず

ほ
と
ん
ど
自
発
的
に
開
始
さ
れ
た
。
ぞ
の
闘
機
は
抑
一
に
則
政
的
品

別
式
、
だ
が
第
二
に
、
農
民
か
ら
の
攻
咋
に
た
い

L
て
「
土
地
所
有
権

に
手
を
ふ
れ
な
い
よ
う
に
残
す
」
こ
と
に
あ
っ
た

O
L
E
F
H
V
H
2

ω

Q
口

出

H
V
E
E同空
o
u
pロ
仏
同
〉

F
B
Z
(
丘
γ
叶
宮

〔

V
O
S
3
E
E
ミ
h
h
a『
ミ
F
H向

山
小
山
匂

~R~FH》

M
W
M
〈
一
ロ
同
戸
去
、

E
T
-
u
H
a
E
A

コ
ス
ミ

γ
ス
キ
l
縮
、
前
掲
年
表
参
陥
。

例
議
会
に
よ
る
差
押
え
の
規
制
は
、
そ
の
後
も
同
三
年
八
月
一
八
日

と
り
わ
け
四
四
年
冗
月
二
五
日
の
布
告
に
よ
り
再
度
強
化
さ
れ
た
。

門
出
口
出
唱
。
宮
口
君
。
ロ
日
己

H

V

河
O
A
V
Z
(
0
仏
)
唱
。
も

E
T

時
自
民
ぺ
一
円
出
己
唱
。
市
町
二
、
円
U
H包

州
山
口
円
同

N~xnT
司一円四∞

a

土
地
処
分
の
三
方
式
と
二
つ
の
段
階

結
論
的
に
い
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
に
は
、
ご
つ
の
士
地
処
分
方
式
が

あ
っ
た
、
と
い
う
こ
主
が
で
き
る
。
第
一
は
、
上
院
之
下
院
の
長
老
派
と

の
方
式
で
あ
る
。
「
ニ
ュ
カ
l
ス
ル
提
案
』
第
一
六
条
第
八

l
一
一
一
国

は
、
工
党
派
所
領
の
「
公
債
償
還
と
損
害
賠
償
と
へ
の
一
充
当
」
を
規
定
し
、

そ
の
比
率
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
決
定
し
て
い
ゐ
|
|

iil に V
前加反肘)
引わ乱ル
u り左バ
外、出I I 

のオ者ト
議ク等王
会スの子
合 フ 所以
ずオ削←卜
てド円五

た議全 o
議会知名
良に。之

の列(同ヵ
所 し ，)ト

傾 た議リ
の議会 Y

二闘 をグ
分のす;青

の所亡扶
ー領、、
、の反ア

iu)三議イ
反介会ノレ
議の決ラ
会 二 議ン



の
相
克
，
判
事
の
所
航
の
一
一
一
分
の
一
、

W

武
川
市
を
と
り
円
括
的
に
通
敵

し
た
も
の
の
所
献
の
六
分
の
つ
(
こ
れ
ら
は
長
老
派
と
初
期
独
立
派

共
通
の
汎
議
会
派
綱
領
で
あ
っ
た
四
円
年
一
一
凡
の
「
ア
グ
ス
プ
リ
ジ

提
一
弔
問
一
心
基
本
規
定
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
〉
。

だ
が
長
老
派
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
ば
あ
い
白
土
地
処
分
は
原
則
と
し
て

示
談
金
徴
収
以
上
の
こ
と
を
意
味
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、
長
老
派
が
下
院
ジ
ェ

γ
ト
り
議
員
の
比
較
的
上
層

を
よ
り
多
〈
合
ん
い
た
こ
と
に
つ
い
て
岩
干
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
あ
一

J

た

。貨

の
で
あ
る
が
、
土
地
処
分
に
か
ん
す
る
長
老
派
の
態
度
は
、
下
院
の
こ
の
層

と
あ
わ
せ
て
上
院
の
貴
族
層
の

(
C

ヒ
ル
の
表
現
を
か
れ
ば
〉
、
「
社
会

的
保
守
主
義
」
「
私
有
財
産
権
侵
犯
に
た
い
す
る
敵
意
」
か
ら
く
る
没
収

|
先
朴
へ
の
反
対
、
を
反
映
し
て
し
r
た
か
ら
で
あ
し
例
。
と
く
に
長
老
派
の

背
後
に
は
ま
た
〉

E
2
E
E
屑
を
中
心
、
と
し
た
♀

4
2
M
m問
。
ゲ
》
ー
が

あ
っ
て
連
繋
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
両
人
層
の
う
ち
に
は
「
す
で
に
草
命

以
前
に
教
会
領
王
領
地
を
借
り
入
れ
」
、
門
ら
事
尖
上
の
地
主
と
し
て
保

持
し
て
い
た
か
な
り
の
周
を
ふ
く
ん
で
お
り
、
こ
の
層
に
と
っ
て
は
、
売
却

に
際
し
て
の
土
地
購
入
は
判
制
の
「
資
本
」
白
土
地
へ
の
重
複
投
資
主
意
味

4
 

し
た
の
に
た
い
し
、
他
方
国
家
に
た
い
す
る
主
た
る
債
権
者
上
し
て
の
か

れ
ら
の
利
益
は
、
示
談
制
度
(
す
で
に
差
押
え
当
初
か
ら
実
施
き
れ
て
い
た
)

示
談
金
収
益
に
よ
っ
て
保
一
証
さ
れ
て
お
り
、
示
談
金
支
払
い
に
余
儀
な

〈
さ
れ
た
一
上
党
派
地
主
に
よ
る
引
私
的
な
所
領
売
却
に
お
い
て
も
、
土
地
入

手
に
債
権
者
と
し
て
の
地
位
を
有
利
に
利
川
し
う
る
す
場
に
あ
っ
た
か
ら

イ
ギ
リ
ス
革
命
の
農
業
土
地
問
姐
解
決
と
そ
の
歴
史
的
意
義

6
 

で
あ
る
。
っ
ー
の
あ
と
の
売
却
に
あ
っ
て
は
、
「
私
有
財
産
椛
」
は
侵
犯
さ

れ
な
い
マ
つ
ま
り
上
院
l
長
老
派
の
占
式
は
、
差
押
え
宮
ρ5ω
可
E
Z
P

|
一
市
談

E
E
-
u
o
E
Eロl
l
私
内
売
却
官

E
E
o
s
-
σ

に
あ
り
、
ザ
ゃ
れ
に

よ
っ
て
地
主
の
「
土
地
私
有
権
」
一
般
を
擁
護
し
つ
つ
、
国
王
大
権
の
藤

扉
に
打
撃
を

b
ぇ
、
他
方
議
会
派
ジ
ェ
ン
ト
ジ
(
就
中
「

t
級
ジ
ェ

γ
ト

り
」
)
と
く
に
シ
テ
ィ
の
商
人
層
の
債
権
と
私
的
売
却
を
通
じ
て
す
る
排

他
的
十
地
入
手
と
を
確
保
す
る
体
系
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

円
乱
当
初
か
ら
四
八
年
二
一
月
の
ブ
ラ
イ
ド
パ
ー
ジ
に
い
た
る
段
階
は
、

こ
の
方
式
が
支
配
す
る
戸
工
地
処
分
の
第
一
段
階
〉
。

唯
「
の
例
外
は
、
ス
コ
ヅ
ト
ラ
ン
ド
平
へ
の
戦
費
支
払
い
を
直
接
の
動

検
と

L
、
ニ
ュ

l
・
モ
デ
ル

E

ア
1
ミ
ー
の
給
与
要
求
に
促
迫
き
れ
つ
つ

下
院
の
急
進
派
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
、
ヱ
党
派
所
制
限
の
全
般
的
売
却
案

を
阻
止
す
る
た
め
に
、
上
院

l
長
老
派
の
前
容
L
た
凹
六
年
一
一
月
。
監

督
領
の
売
却
で
あ
ノ
た
。
だ
が
乙
こ
で
も
、
長
老
派
方
式
の
形
式
は
ず
て

ら
れ
た
が
、
そ
の
原
則
的
内
雰
は
完
全
に
緋
持
さ
れ
貫
撤
さ
れ
て
い
る

(
監
督
餌
の
所
有
権
は
私
的
地
主
の
土
地
所
有
権
と
次
元
を
異
に
す
る
も

の
と
し
て
志
識
さ
れ
え
た
こ
と
に
注
意
ゴ
売
却
案
は
、
円
。
E
E
5
2
9
ロ
2ω

hO吋
匹
。
門
5
吉
田
タ

F
o
冨

OHnr且

kr?gZHO呂
円
。
百
円
up門司

F
O
同

P
1
H
E
H
p
n
o
E
H出
ロ

uF
汁

宮

間

E
己
自
ら

h
o
s官
ミ
等
と
協
議

の
う
え
、
議
会
の
委
員
会
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
~
。
一

O
月
二
二
日
の
条

令
は
、
売
却
地
を
シ
テ
f

か
ら
の
伯
款
二

O
万
ポ
ン
ド
の
担
保
と
し
て
承

認
し
、
当
該
所
恒
が
「
そ
の
す
み
や
か
な
売
却
の
た
め
に
、
債
権
占
に
設

第
八
イ
ド
】
巻

五
九

五

第
四
号
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第 I表監管領購入者

! 附 脳〈職業) 1%1 
1. 農村及び地方都市クェ I'̂ 

ントリ |】

ロンド γ商工業者 I 29 2 

1 3. ロンド γ ・ジエントリ

4 ョーマン，ハズバソド
マン植

5.回法学院メンバ I 8 r 

6. 諸団体・僧侶・地方都 I ，1 

| 市商工業者 ! ョ l
G. B. Tatham， 'The Sale of 
Episcopal Lands dunng lhe 
ClVil Wars ancl Comnlonwc 
alth'， in Eng. H. R.， 1908. p 
102 

20 

9 

イ
ゾ
ヂ
/
/
チ
三
ア

こ
こ
に
表
示
さ
れ
た
の
は
、
現
存
す
る
か
ぎ
り
で
の
売
買
一
市
書
か
ら
概
算

(ロ)

さ
れ
た
購
入
者
分
類
で
あ
る
。
売
却
の
事
情
が
示
唆
す
る
と
お
り
、
監
督

組
の
購
入
に
拘
っ
て
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
有
利
で
あ
り
、
購
入
者
の
四
九
%

約
半
数
が
ロ

y
ド
ン
の
商
工
業
枠
と
ロ
ン
ド
ン
ジ
ェ
ソ
ト
り
に
よ
っ
て

占
め
ら
れ
、
勺
い
で
三

O
勃
は
地
1

斗
ノ
ェ
ン
ト
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の

両
者
に
、
ほ
ぼ
類
似
し
た
〆
ル

1
プ
L

に
み
な
さ
れ
う
る
5
、
6
を
加
え
る

な
ら
ば
、
全
休
の
九
心
拍
強
は
、
ロ
ン
ド
ン
と
地
方
の
商
工
業
者
と
ジ
ェ

第
八
十
七
巻

第
阿
号

ノ、
O 

/、

ン
ト
り
ま
た
は
ジ

L

ン
ト
リ
類
似
の
屑
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
非
農
民
的
諸
眉
(
と
り
わ
け
円
。
邑
。
ロ
耳
切
)
へ

白
排
他
的
分
配
、
こ
こ
に
長
長
一
派
方
式
の
市
内
実
が
み
ら
れ
る
n

し
か
も
、

監
督
領
の
売
却
は
四
七
年
か
ら
五
九
年
に
い
た
る
長
期
に
わ
た
っ
た
の
で

あ
っ
て
、
同
じ
売
買
証
書
か
ら
算
出
さ
れ
う
る
総
計
七
二
七
件
、
六
六
万

余
ボ
ン
ド
の
う
ち
件
数
心
六
五
%
、
金
額
の
六
C
%
は
、
四
九
年
以
後
ほ

ぼ
独
立
派
支
配
下
に
お
け
る
売
却
に
属
す
る
も
円
で
あ
り
(
節
I
去
は
こ

の
全
期
間
に
つ
い
て
の
も
の
ー
そ
の
意
味
で
は
、
持
管
領
売
却
に
お
け

る
長
老
派
方
式
の
右
の
「
内
実
」
は
、
あ
る
程
度
ま
で
、
四
九
年
以
後
の

独
立
派
に
よ
る
売
却
に
も
共
通
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
洞
察
さ
れ
る
。

川
何
豆
、
可
苫
育
長
さ
ま
え
」
/
f
g
q
S
N
F

吉

田

(
E〉

-
4
Z一
-
4
8
N
8臼

例
拙
稿
「
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
主
体
」
(
前
掲
)
九
一
版
。

ω
h
E
-「
也

足

一

句

同

日

寸

川
刊

Hrn戸
市

日

目

。

同
一
部
談
制
度
形
成
の
経
過
を
説
明
し
て
お
」
う
。
差
押
え
の
論
理
的

帰
結
は
い
う
ま
で
も
な
〈
売
却
C
あ
勺
た
。
し
か
し
す
で
に
土
地
処

分
の
当
初
か
ら
上
院
と
結
ん
だ
長
老
派
は
こ
れ
に
則
強
に
抵
抗

L
、

他
方
下
院
と
く
に
独
守
派
は
、
軍
隊
の
給
ト
3
要
求
心
圧
力
を
う
け

τ、

在
却
へ
の
動
き
を
一
市
し
た
。
こ
う
し
た
円
古
の
拍
仇
の
う
ち
に
、
差

迫
っ
た
戦
費
調
達
白
必
要
は
、
各
州
委
員
会
に
よ
ゐ
一
部
談
制
度
(
示

談
企
収
納
に
よ
る
話
押
え
の
解
除
)
白
白
然
発
生
的
採
用
を
も
た
ら

す
こ
と
に
な
る
。
旧
三
年
人
月
一
」
ハ

n
ケ
ン
ト
の
州
委
員
会
に
よ
る

同

。
戸
円

E
ロO
同



示
談
制
施
行
が
公
認
さ
れ
て
の
ち
、
こ
れ
が
全
倒
的
に
制
度
化
さ
れ

る
に
い
た
っ
た
。
同
時
に
下
院
は
上
院
を
排
除
し
て
独
力
で
下
院
議

員
と
ジ
テ
ィ
の
商
入
居
か
ら
な
る
示
談
委
員
会
円
。
目
目
凶
片
言
。
同
O
円

円。

E
-
U
0
5
E晶

E
C
C
E
ω
自
民
宮
司
国
己
H

h

z

設
立
し
、
シ
テ
ィ
の

諸
カ
ン
ハ
一
一
ー
と
の
示
談
金
を
担
保
に
し
た
借
款
に
よ
っ
て
戦
費
運

用
を
行
う
こ
ム
に
な
る
(
門
司
円
}
戸
司
土
)
。
〈
示
持
制
と
シ
テ

ィ
と
り
連
繋
が
ま
ず
下
院
独
立
派
を
中
心
と
し
た
急
進
派
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
?
と
と
を
後
前
む
た
め
に
銘
記
さ
れ
た
い
)
。
だ
が
下
院

は
阿
時
に
売
却
の
方
針
を
も
推
進
し
、
四
六
年
末
一
一
ュ

l
・
モ
デ
ル

ア
l
ミ
ー
の
解
体
と
ア
イ
作
ラ

γ
ド
派
遣
軍
制
成
が
問
題
と
な
っ
た

と
き
、
王
党
派
地
主
所
領
の
売
却
を
論
議
し
た
。
上
院
長
老
派
は

こ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
示
談
委
員
会
の
合
法
性
を
問
題
に
し

(
凶
七
年
二
月
一
日
の
上
院
の
宣
言
)
、
結
同
二
月
八
日
の
条
令
に
よ

っ
て
委
員
会
は
下
院
議
員
三
口
名
、
シ
テ
ィ
代
表
一

O
名
に
上
院
議

員
一
五
名
を
加
え
て
改
組
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
ハ
ロ
国
司
日
沖

F
E
E

目

印

同

E
y
h
qな
お
。
品
。
由
主
Z
Q
S
2
♂
戸
田
宮
《
)
ロ
と
こ
に
上

院
1
長
老
派
は
、
売
却
の
提
案
を
そ
ら
し
、
一
示
談
政
策
の
方
向
へ
の

発
言
格
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。

Q

h
国
巳
ヨ
尋

E
T
U司

H
S

H
E
以
上
の
経
過
白
う
ち
に
、
一
万
談
制
度
に
よ
る
位
栴
者
利
詩
保

証
の
機
構
が
自
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
一
部
談
委
員
去
が
、
シ
テ
ィ
の

金
融
業
者
の
本
拠
に
お
か
れ
た
こ
と
は
主
さ
に
象
徴
的
で
あ
る
。
な

お
、
四
四
年
か
ら
五
二
年

ι
い
た
る
期
間
の
示
談
金
収
益
は
、
総
額

一
、
一
一
口
一
回
、
九
五
じ
ポ
ン
ド
に
達
し
た
。
ロ
同
町
国
P
1
5
2。
-
叶
b
h

同
む
い
て
円
に
な
な
言
早
町
、
ま
3
E
S
同
FJUN宣
言
S-
〕V
Z

イ
ギ
リ
ク
革
命
白
農
業
・
土
地
問
題
解
決
、
と
そ
D
歴
史
的
意
義

川
開
示
談
金
は
迎
常
「
こ
の
度
の
紛
争
開
的
以
前
に
当
設
所
領
の
有
し

t
Eの
価
値
に
し
た
が
っ
て
」
二
年
分
白
地
代
相
に
訣
定
さ
札
た
が

(円

h
-
E叩
匂

Nω

寸
)
、
一
市
談
者
は
そ
の
他
に
国
民
『

2
〔凶器
V
耳切、

同
巳
戸
で
の
五
分
の
一
税
及
び
二
十
分
の
一
税
守
一
払
い
古
強
制
さ
れ

た
。
示
談
金
均
年
栢
位
即
金
、
の
こ
り
は
山
ケ
円
以
内
に
納
め
る
こ

と
と
芦
れ
、
滞
納
の
ば
あ
い
は
刺
子
分
を
合
め
て
再
度
差
押
え
ら
れ

た
。
こ
の
峻
版
さ
が
、
軍
隊
宿
営
負
担
、
一
般
課
税
、
差
押
え
期
間

昨
の
所
領
荒
廃
、
収
入
減
等
と
あ
い
ま
っ
て
、
一
市
談
に
先
だ
っ
て
、

王
党
派
地
主
に
よ
る
所
領
の
一
部
売
却
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
肯
抵
で

あ
っ
た
。
私
的
売
却
に
よ
る
土
地
移
動
の
規
模
は
正
確
に
揖
定
し
が

た
い
が
、
か
な
り
莫
大
な
も
心
左
推
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
私
的
売

却
に
お
い
て
も
、
広
的
債
権
者
の
権
利
川
防
護
に
冊
志
さ
れ
た
の
で
あ

っ

τ、
『
一
市
談
委
員
会
記
録
』
門
町
円
か
ら
口
山
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
は
、
購
入
者
の
正
数
は
ほ
椛
者
で
あ
っ
た
。

Q
門

出

E
-
4

3
叫
ヨ
司
H

V

H

白

仏

目

白

山

例
私
的
売
却
の
土
地
が
王
政
絞
市
川
に
拾
い
て
も
同
復
さ
れ
な
か
っ
た

の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
門
出

S
R
ア
H

V

H

白

山

川
W

Q
き
札
忍
同
吋
。
}
出

H
P
E
Z、
4
2
m
也
市
∞
ω

川
w
h
h
J
E一
司
自
目
。
一
宮

E
E
E
円
目
】
f

o
可
乙
一
切
日

E

M

W

P

回
目
立
Y

自

己

河

印

同

E
F
4
2
?
F
E
M
∞
∞
岸
田
由

P

《
山
口
。
件
。
〔
四
戸
ロ
門
出
巳
f

c
唱
【
川
氏
一
噌
出
】
寸
(
〕
】
寸
H

ω
円
同
志
丘
一
H

U

H

コ
ー
な
お
監
督
慣
売
却
に
つ
い
て
二
つ
の
こ
と
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
は
、
四
六
年
九
月
九
日
シ
テ
ィ
の
円
o
l

E
目
。
ロ
ロ
。
U
ロ
E
H
が
は
じ
め
て
監
督
領
売
却
を
下
院
に
提
起
し
た
と

第
八
十
包
巻

じ

第
四
-~
勺

ー」/、



イ
ギ
リ
ス
革
命
心
農
業
・
土
地
問
題
解
武
と
モ
の
腔
史
的
志
義

き
つ
け
に
条
件
。
一
つ
「
旧
債
権
情
刑
制
」

E
5
r品
|
|
既
保
持

舗
の
岡
簡
を
追
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
額
帥
証
さ
れ
る
制
民

l
!

の
採
用
で
あ
る
。
こ
り
制
度
は
、
債
栴
者
と
く
に
円
。
円
目
。
ロ
円
O

U
ロ
n
Z

の
内
部
に
、
そ
の
上
回
と
、
追
加
隊
山
の
余
裕
な
き
下
問
と
の

対
立
を
惹
起
し
、
前
者
に
と
く
に
有
利
に
迫
川
さ
れ
た
。

Q
S
Z
}

H
J
U
H由
P

H
叶

f

E
す
目
。
ω
、
主
ミ
ヨ
司
∞
N

第
二

r
、
売
却
に

際
し
て
、
四
七
年
九
月
一
四
日
の
条
令
に
よ
っ
て
、
直
接
の
テ
ナ
ン

トに一一一

0
日
間
の
先
買
栴
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る
。
〈
円
回
目

zv

回
目
、
]
何
回
同
E
Y
4
3
N
}
H
M
U
Z
H
U
)
。
し
か
し
販
売
価
格

(一

O
年
分
也
代
と
決
定
」
は
ほ
と
ん
ど
拍
売
却
に
上
り
巨
額
に

の
ぼ
り
、
し
か
も
購
入
代
金
の
半
繍
は
八
週
以
内
に
納
入
、
違
背
の

恵
比
、
代
金
山
一
三
分
の
一
の
剖
企
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
一
ー
方
、

農
民
に
対
す
る
な
ん
ら
の
実
際
的
信
用
措
置
も
桝
じ
ら
わ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
(
フ
フ
ン
ス
革
命
と
の
対
比
)
。
し
た
が
っ
て
う
え
り
規
定

は
ほ
と
ん
ど
空
文
に
す
ぎ
な
か
η

た
。
口
門
出
巴
「
。
耳

S
T
2
v

H
叶

戸

同

寸

M

同

ロ

の

H
W
H
E
F
p
p
u
時
三
日
ν

巴
な
お
こ
の
論
文
を
利

m

L
え
た
の
は
、
越
智
拭
臣
、
立
小
田
市
治
両
氏
の
御
好
意
忙
よ
る
。

M
W
H
~
V
N弘
司
口
】
号
∞

会提軍
財 起隊こ
政さとの
|れくよ

ゴ二る U乙う
よ血 。 レな
処 wウ'長
分隊エ者
r1l1はラ派
髄ト人j I JJ 
に乱ズ式
関当とに
心初結た
をかびい
示らっす
し、し、る

た"給士二令
。与下回

支級的
プて占Iふ土;に
四 い官刻
/，，，にー立
年閲兵し
哀 係土ずこ
の L に方
はてよ式
げ、つは
し議て、

第
八
十
八
巻

七

ノ、

第
凶
号

りに独あ促い
主こ立つ進給
張の派た的与
』同 1- "な要
が点級四役三jく
土に士六割と
地担官年を公
処いに末演然
分てよかじた
にナ足るらてる
か起統四い暴
んさ 刑i七る'J勤
しオもを ~I 。オIt
てた麻をだ態
か兵 1車通がと
か土さじそが
げ V せ 1 り、
るヴる、結明
と主主兵県ら
こラこづ I主力、

h ろのすに
はズま昂で監
こので揚に督
う綱進はみ慣
で領むめしたの
め寸。だ通売
る革まレり却
|隊 さ に で に

「
監
菅
個
売
却
の
た
め
の
い
買
取
]
人
が
指
名
さ
れ
た
と
き
の
状
態
は

完
全
に
府
散
し
た
も
の
で
あ
る
。
議
員
委
員
と
そ
の
近
親
者
だ
け
が

貝
取
人
》
な
り
、
莫
大
な
士
地
が
売
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
収
益

金
は
、
ほ
と
ん

E
あ
る
い
は
全
く
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
貴
族
議

員
と
そ
の
他
少
数
の
金
も
ち
た
ち
が
、
巨
飢
心
未
決
済
分
を
購
入
に
よ

っ
て
償
還
を
許
さ
れ
、
か
れ
ら
の
国
家
へ
の
計
状
的
全
閣
は
返
済
さ
れ

た
の
に
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
窮
乏
の
ま
ま
に
裂
さ
れ
て
い
る
。
固
ま

は
ま
さ
に
こ
の
後
者
に
大
き
な
債
務
を
丸
っ
て
い
為
の
で
あ
る
監

督
餌
の
売
却
は
、
再
杭
討
さ
れ
る
こ
と
」
。
シ
テ
ィ
の
「
退
蔵
基

金
」
と
そ
の
他
の
土
地
に
戦
抗
負
担
が
及
ぼ
さ
れ
あ
ベ
さ
で
あ
る
、
「
そ

の
土
地
は
抑
正
さ
れ
て
い
る
人
民
に
負
担
を
か
け
あ
こ
と
な
く
兵
士
の

未
払
い
給
与
を
支
払
う
に
た
る
だ
吋
の
巨
簡
に
の
日
る
で
あ
ろ
う
。

蘇
林
地
、
助
祭
・
評
議
会
傾
は
、
軍
隊
の
未
払
い
給
与
の
た
め
に
直

ち
に
陪
除
さ
れ
る
こ
と
。
監
督
都
心
未
売
却
介
は
兵
士
の
恒
常
的

給
与
に
間
伐
さ
れ
る
よ
う
直
ち
に
桁
定
さ
れ
る
己
主
」
。

か
れ
ら
の
要
求
は
、
兵
士
の
給
与
を
土
地
で
支
払
う
こ
と
、
農
民
大
衆

の
戦
費
負
担
の
債
権
化
「
「
没
収
地
に
た
い
す
る
一
農
民
の
細
分
売
却
へ
の



要
求
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
。
農
民
的
小
土
地
所
有
創
出
と
い
う

レ
ヴ
エ
ラ
ー
ズ
の
原
則
は
、
こ
こ
で
も
完
全
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
没
収

gロ
F
E
t。目
l
l細
分
売
却
宮
山
円
。
-
F
a
z
-
o
に
よ
る
農
民
へ
の
土
地
分

配
の
体
系
、
と
れ
が
か
れ
ら
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
、
(
長
老
派
方
式
ー
と

そ
の
形
式
に
お
い
て
も
内
実
に
お
い
て
も
き
わ
だ
っ
た
対
照
合
な
す
)
本

命
の
第
一
の
土
地
処
分
方
式
で
あ
る
。

∞
も
と
も
と
一
川
談
そ
の
も
の
が
軍
貨
と
く
に
軍
隊
の
給
与
支
払
い
の

必
要
に
関
連
し
て
い
た
(
円

?

E一
市
町
旧
ブ
=
-
司
司
∞
ヨ
ョ
ピ
N
-

由
C
N
Y

と
く
に
一
部
説
委
員
会
が
設
立
さ
れ
、
軍
隊
州
政
を
管
掌
す
る

よ
う
に
な
っ
で
以
後
、
軍
陣
は
問
委
員
会
に
よ
る
土
地
処
分
の
あ
り

方
に
重
大
な
悶
心
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
(
円

H
Lぐ)】
V
ω
A
N
-

町

〔
川
町
一
円
、

2
v
g
u
U
1
1
7
↑ュ

1

・
モ
デ
リ
ン
グ
」
か
ら
四

七
日
入
凡
の
ロ

γ
r
ン
迂
軍
に
い
た
る
軍
隊
か
ら
議
会
へ
の
一
主
の

請
臥
が
、
土
地
処
分
に
か
ん
す
る
軍
隊
の
要
求
を
伝
え
て
い
る
(
円

h
-
H
4
r
J

可
司
同
寸
戸
山
]E-AHD
品一

ι
r
J

司
町
田
Y
H
N
P
H
A
F一戸、

HUYM-H
∞
N-

N
H
Y
0
4け
の
)
。
門
一
向
ロ
岡
山
【
己
「

c古一

2
T
司
司
一
戸
叶
品
目
u
w
m

川
中
門
円
同
止
vR問、

]
U
H叶』

川
w
ν
グ
エ
ラ
!
ズ
と
結
び
つ
い
た
軍
隊
激
化
は
、
第
一
次
円
乱
終
結

の
の
ち
凶
七
年
に
か
け
て
議
会
〔
長
老
派
)
が
ニ
ュ

1
・
モ
デ
ル
・

ア
ミ
!
解
体
を
策
し
、
未
払
い
給
与
問
題
を
ア

f
ル
ヲ
ン
ド
派
泣

耳
微
拡
に
す
り
か
え
ん
と
し
た
こ
と
を
提
出
怖
に
顕
在
化
し
た
。
そ
れ

は
結
仏
兵
十
一
川
に
よ
る
無
条
刊
歪
協
派
士
官
の
迫
肢
か
ら
、
兵
士
代

表
「
ア
ジ
テ
l
タ

l
会
議
」
円
。
ロ
ロ
ロ
ニ
。
日
匹
。
〉
官
官
吉
田
に
止
る

事
実
上
の
全
軍
官
撮
心
事
態
を
経
て
、
独
自
の
綱
領
を
か
か
げ
た
兵

イ
ギ
リ
ス
草
命
の
農
業

土
地
問
題
解
訣
と
そ
の
昨
史
的
志
議

ゴ
層
対
独
立
派
士
官
層
の
「
パ
ト
ニ

1
会
議
」
に
お
け
る
政
実
に
ま

で
到
達
す
る
。
さ
し
あ
た
り
丘
]
明
日
ロ
F
一E
G
h
E
G
N
E
戸
暗
唱

目。∞
iHUhp
一
冨

P
D
5
7
守ト
s

hぬ
守
芯

E
F
Z
G
h
Eミ
目
立
、
町
市

H
A
S
H
m
山
田
}
』
出
司

A
F

司
o
c
-
r
oロ
m
b
(
⑦
巳
)
、
出
君
、
足
立

zsas

asn叫

h
&
2
N
V
-
H
ロ
可
。
仏
民
丘
四
O
F
E
V
U由∞
l
A
B
C
-
ロ

45「
句

E
O明。
1

2
】門司、叶、
VR
トミ河内
1
8
ミ
N
h
b応対訟。♀民
mいて

Z
Z
R
h
s
h
p句
軒
町
村
。
三

耳
、
品
、
も
唱
司
町
八
日

HND

川
門
叶
宮
〔
U
S
Z
4
E
G
入品、噌暗号

h
E
守川凶作
E
丘、

E

ロ

HrH

耳
O】甘

(
邑
)
、

h
R
Gと
目
立

u
h
s
s
h
H
2
0
2
E
N
E
N
υ
ミ
E
S
P
G
C
E
S
S』]当

日目日
l
N
H
日

サ

タ

ノ

グ

イ

ポ

ー

ル

タ

ッ

ク

メ

ウ

ィ

ー

ク

リ

ベ

イ

同
大
衆
負
担
は
各
種
の
臨
時
税
、
人
頭
税
の
ほ
か
、
遇
税
(
四

L

J
〆

J

二
年
二
月
二
四
日
条
令
)
、
強
制
国
情
〔
四
二
年
六
月
来
令
、
八
%
の

h
y
九

1
9
1リ
ン
グ

利
子
で
似
還
を
約
束
)
が
あ
り
、
と
く
に
軍
隊
宿
営
の
負
担
肌
か
も
っ

と
も
深
刻
で
あ
っ
た
。
後
者
は
兵

H
の
給
甘
か
ら
支
払
わ
れ
る
こ
主

に
な
っ
て
い
た
が
、
耳
障
自
身
が
給
与
未
払
い
つ
づ
き
〔
四
七
年
一
一

月
況
在
、
歩
兵
一
八
週
、
騎
兵
凹
三
週
を
こ
え
て
い
た
)
の
実
情
予

は
、
大
部
分
が
不
確
定
な
は
椛
と
し
て
残
さ
れ
た
の
も
当
然
で
あ
お
。

円
同
口
出
旬
。
E
M
E
牢
oロ
∞
ロ
仏
門
〉
同
。
。
Z
(
σ
C
)
一
C
M
O
R
f
H
4

MU門戸
M
M何
MMmEヨ

M
-
Z
関
口
戸
一
回
国
口
mv同
凸
H

ロ
σ♂

LmH包
QMていて

br『町、騎馬

。
苦
ミ

5
2
N
弓
号
一
門
戸
匂

MM
町
一
」
れ
ら
の
也
担
に
た
い
す
る
農

民
腐
心
具
体
的
な
不
満
は
、
た
と
え
ば
凶
七
年
サ
リ
l
の
フ
ァ
l
マ

ー
の
つ
ぎ
の
詰
闘
に
語
ら
れ
て
い
る
、
ー
ー
軍
事
負
担
が
、
軍
隊

の
ロ
ン
ド

γ
進
車
以
来
令
一
倍
に
な
り
、
し
か
も
地
主
が
全
く
こ
れ
を

れ
担
し
な
い
ば
か
り
か
、
混
乱
を
利
用
し
て
地
代
を
一
一
一
倍
に
つ
り
上

第
八
十
七
巻

プL

第
四
号



イ
ギ
リ
ス
平
A
M
の
法
業
・
土
地
問
題
解
決
と
そ
の
歴
史
的
意
義

げ
、
借
地
契
約
の
L
ζ

り
上
げ
を
行
う
た
め
、
な
お
さ
ら
今
日
で
は
も

わ
れ
わ
れ
白
井
と
家
拡
お
よ
び
わ
れ
わ
れ
の
躍
っ
て
い
る
多
数
の
労

働
者
に
と
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
生
活
の
粗
も
残
さ
れ
て
い
な
い
」
と
。

:
同
げ
⑦
〉
m
H
o
n
Eのロ仲

σ
α
Z
M
⑦
の
ロ
己
居
円
C
ヨ
E
Z巴
O
ロ
σ
2
0
m
町

mwH1-H

mw日
。
ロ
仲
戸
ロ
ら

F
3
何

Mnno]]
戸田
σ可
凹

月

叶

F
C
E
E
明
E
吋

F
M
.
-
E
n

出
口

E
M
一
色
肘
口
己
ふ
(
え
山
〉
-
C
M
Y
2
同一円以司

b
u
b己
レ
ヴ
エ
ラ

ー
ズ
に
と
っ
て
は
、
こ
の
視
の
債
権
に
た
い
す
る
配
慮
は
、
兵
士
と

一
般
農
民
と
を
結
び
つ
け
る
う
え
で
決
定
的
な
置
要
性
合
も
っ
て
い

た
。
り
ル
パ

l

ン
は
兵
士
に
呼
び
か
け
て
い
う
、
「
諸
君
の
宿
押
に

支
払
う
金
を
要
求
す
る
よ
う
に
ん
に
の
A
b
が
な
け
れ
ば
、
軍
隊
は

急
速
に
貧
し
い
農
民
大
衆
の
肝
窓
を
失
う
だ
ろ
う
」
。
す
U
ロ
ピ
百
千

E
P
い九
5
2
苫
立
町
、

seお
古
川
。

Z
N
G
E
(
E
A『
ケ
戸
口

E
O品
目
白

耳
目
立
品

c
z
S唱
。
、
-
ミ
一
喝
事
主
た
こ
の
点
で
、
没
収
地
を

同
有
化
し
、
貧
し
い
人
々
に
貸
し
て
活
用
さ
せ
る
」
正
い
う
こ
の

本
命
で
ユ
ニ
ー
ク
た
提
案
を
か
か
げ
た
ピ

1
タ

l

チ

y
y
パ
レ
ン

が
、
そ
れ
を
論
拠
@
つ
け
た
つ
ぎ
の
言
葉
は
興
味
深
い
。
「
平
隊
は
少
数

の
士
官
四
日
を
除
け
ば
賛
乏
人
〔
か
ら
な
っ
て
い
る
〕
。
〔
も
し
没
収
地

が
売
却
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
余
は
ど
う
処
理
さ
れ
る
の
か
。
泥
棒
に

追
銭
す
る
た
め
に
か
。
金
持
ち
は
な
お
こ
の
う
え
に
支
払
い
を

う
け
、
貧
乏
人
は
税
金
を
か
け
ら
れ
る
の
か
。
貧
乏
人
も
金
持
も
同
桜

前
権
者
で
あ
る
」
(
惜
点
引
用
者
〕
。
同
v
江
2
n
y
p
E
σ
o
H】

Owf
叶
宮

町
。
ミ
》
旨
補
正
入
品
札
尚
三
宮
丘
町
(
民
生
)
}
E
h
H出口一

E
M
C
開
口
。
=

(
ぬ
門
日
)
』
。
』
守
円
引
な
』
司
]
U

品
目
F
h
R
山ド

川w

n

E

ロ

4
3
N
-
M
V
H日
叶
ま
た

ν
グ
エ
ラ

I
ズ
が
地
方
で
お
こ

第
八
十
己
巻

。
第
四
号

/、
四

な
っ
た
細
分
売
却
の
た
め
の
政
民
組
織
化
。
具
体
例
に
つ
い
て
は
、

丘
一
『
叶
E
E
F
民
吋
げ
め

E
-
E
C片
岡
C〕
z
r
E
F
m
E
q
u
E
h
E

同

HN
ヨ
呂
田
回
一
団

N
O
F
H戸
叫

領にた
処つ。第
分 L、「三
にて慰の
つ『議方
いュ要式
亡ュ綱は
の~ 、
みカ第下
h~ 1 一院
談ス五と
にノレ条〈
つ提はに
ぎ案、軍
の』王隊
恨の党士
3i'条派官
を項に周
設をた|
定そい独
しのす立
たまる派

|ま大の
承赦要
認除求
L，)タト ーと

規あ
所定つ

川
刊
さ
き
の
『
ニ
ュ
カ
i

ス
ル
提
案
』
説
明
の
記
サ
に
照
応
、
以
下

同
巳
は
一
一
分
自
一
ま
で
、
例

U
四
分
の
一
、
叫
六
分
の
一
、
同
八
分

の
一
、
川
十
分
の
一
を
そ
れ
ぞ
れ
こ
え
な
い
こ

U
。

つ
ま

t
か
れ
ら
は
一
面
で
は
、
長
老
派
の
一
万
談
制
度
へ
の
傾
斜
を
一
市
し
、

他
国
で
は
、
没
収
売
却
体
系
へ
の
参
加
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
の
こ
の

態
度
は
、
長
老
派
方
式
が
シ
テ
ィ
の
利
益
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
た
い
す

る
地
方
ジ
品
ン
ト
り
の
不
満
、
宜
隊
士
官
府
(
軍
服
を
き
た
小
ジ
エ
ン
ト

リ
〉
白
給
与
土
地
要
求
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
前
拾

の
動
機
は
、
兵
士
屑
の
要
求
を
、
形
式
的
に
で
も
包
摂
し
う
る
も
の
を
提

示
し
な
い
か
ぎ
り
、
軍
隊
を
掌
握

L
え
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
で

あ
る
。

C

ヒ
ル
の
迫
切
な
表
現
を
か
れ
ば
こ
う
で
あ
る
、
「
ク
ロ
ム
ウ

グ

ソ

ソ

デ

イ

1

ズ

エ
ル
と
上
判
明
土
官
屑
が
一
六
四
七
年
五
月
に
、
中
川
1

隊
の
先
頭
に
立
〉
た
の

は
、
平
隊
内
の
こ
の
昂
揚
す
る
経
済
的
革
命
ー
ー
し
ず
ヱ
ラ

1
J〈
が
そ
れ

を
き
ら
に
危
険
な
水
路
に
み
ち
び
い
た
h

ー
ー
を
方
向
転
換
さ
せ
る
た
め
で

あ
っ
た
」
。
こ
の
一
時
的
に
一
致

L
t軍
隊
の
圧
力
が
、
か
ち
と
一

J

た
唯



一
の
成
果
は
、
四
七
年
一
二
月
二
四
日
の
条
令
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
未

払
い
給
与
を
土
地
ハ
さ
し
あ
た
り
助
祭
一
許
議
会
筒
)
で
支
払
う
こ
と
を

約
束
し
た
土
地
債
券
骨
宮
丘
四
日
の
発
行
で
あ
ジ
。
だ
が
こ
れ
も
結
果

的
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
ア
ヴ
シ
ニ
ヤ
券
と
は
逆
に
、
購
入
者

の
巾
を
せ
ば
め
る
も
の
と
な
っ
た
。
と
い
ラ
の
は
、
四
七
年
末
ハ
ト
ニ
ー

で
の
激
突
白
の
も
、
挑
発
さ
れ
た
兵
土
レ
ヴ
エ
ラ
ー
ズ
の
蜂
起
が
敗
退
し
、

同
時
に
四
八
年
二
月
の
内
乱
の
再
発
(
節
二
次
内
乱
)
と
あ
い
ま
っ
て
、

助
祭
評
議
会
領
の
売
却
が
延
期
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
兵

士
凪
は
闘
窮
か
ら
、
額
百
を
は
ゐ
か
に
下
ま
わ
る
価
格
で
債
券
を
手
離
さ

ざ
る
を
え
ず
、
四
九
年
ま
で
に
そ
の
大
部
分
は
、
主
と
し
て
シ
テ
f

グ

〉7
 

ル
I
プ
、
議
員
と
く
に
軍
隊
士
宮
屑
の
手
に
波
っ
た
。
プ
ラ
イ
ド
・
パ
ー

ジ
と
四
九
年
。
レ
グ
エ
ラ
ー
ス
り
決
定
的
敗
北
に
よ
っ
て
、
独
立
派
士
官

が
権
力
を
掌
握
し
た
と
き
、
条
件
は
完
全
に
と
と
の
え
ら
れ
て
い
た
切
で

あ
る
。
四
九
年
六
月
債
券
保
持
者
は
、
助
祭
評
議
会
領
に
旧
債
務
倍
増

カ
P
/
v
p
ル

オ

プ

シ

オ

フ

イ

サ

l
ズ

を
許
さ
れ
、
他
方
士
官
会
議
の
要
求
に
よ
っ
て
、
直
接
の
テ
ナ

ン
ト
に
よ
る
三

O
口
以
内
を
か
ぎ
つ
て
の
十
地
債
務
に
よ
る
優
先
購
入
権

の
行
使
を
も
禁
止
す
る
に
い
た
っ

h
o

「
か
く
て
小
さ
な
旧
兵
士
が
土
地

を
買
う
唯
一
の
望
み
も
消
え
去
っ
た
」
の
で
あ
る
@
つ
ま
り
独
立
派
の
方

式
は
、
没
収

E
ロ
r
s
t
E
売
却
臣
官
(
一
部
示
談

E
官
。
E
E
Z。ロ〉、

購
入
者
の
巾
を
地
方
ジ
ヱ
ン
ト
リ

E
く
に
軍
隊
士
官
屑
(
小
ジ
z

ン
ト
リ
〕

主
で
拡
大
L
限
定
す
る
体
系
(
長
老
派
方
式
の
小
ク
エ
ン
ト
リ
的
修
正
版
)

で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
レ
ゲ
エ
ラ

1
X
の
方
式
は

イ
ギ
ザ
一
八
革
命
の
農
業
・
土
地
問
題
解
仇
と
モ
の
照
史
的
意
義

、。
J

否
定
さ
料
、
長
老
派
の
そ
れ
は
汲
収
さ
れ
た
e

四
九
年
以
後
の
段
階
は
、

か
れ
ら
の
方
式
が
支
配
し
(
土
地
処
分
の
第
二
段
階
)
、
あ
い
つ
い
で
売
却

の
条
令
が
発
布
さ
れ
る
i

|
助
祭
評
議
会
組
(
四
九
年
四
月
一
一
一
九
一
日
)
、

土
領
地
〈
同
年
五
月
九
日
)
、
王
党
派
地
主
所
領
ハ
五
一
年
七
月
一
七
日
、

五
二
午
八
月
円
日
、
同
一
一
月
一
八
日
)
、
王
有
林
(
王
一
年
一
一
月
一
一
一

日)。
ω
但
し
『
建
議
要
綱
』
で
は
、
で
二

I
カ

λ

ル
提
案
」
第
一
六

条
に
あ
る
「
厳
期
盟
約
」
へ
の
加
盟
を
大
敵
の
条
件
と
す
る
規
定
だ

け
は
ぶ
か
れ
て
い
る
。

州

W
H
P
R

同
号
廿
久
忠
町
、
き
~
Z
E
F
E
ω

戸

C
Z
P
E
O
H
(
E
V

o
v
n
口、

]

U

]
リ

ω
N
N
l
ω
N山

川

w
c
n
出
己

-
4
h随
時
一
百
戸
コ
開
仏
当
日
。
出
。
σ
R
2
よ
り

同
σ
ロ
3
1
0凶

E
Q
O口
に
あ
て
た
つ
ぎ
の
一
文
は
開
時
ぷ
か
い
。
「
ロ

ン
ド
ン
の
連
中
は
、
こ
の
こ
と
〔
監
督
傾
売
却
〕
で
は
地
方
全
体

r

た
い

L
て
ぎ
わ
め
て
ひ
ピ
い
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
た
だ

自
ら
の
債
権
だ
け
を
と
り
こ
み
、
他
を
犠
村
に
し
て
利
得
を
え
よ
う

と
し
て
い
る

U

ま
る
で
こ
の
一
有
益
な
条
令
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
繁
栄
の

た
め
に
だ
け
制
定
さ
れ
た
か
の
よ
う

e
あ
る
。
だ
れ
一
人
地
方
に
か

き
送
っ
て
、
金
を
準
備
す
る
こ
と
が
C
き
な
い
う
ち
に
、
か
れ
ら
は

大
急
芝
二

O
一υ、
0
0
0ポ
ン
ド
〔
の
借
款
〕
を
契
約
し
た
の
で
あ

る
」
り
の
Z
Eロめ円
(οιγ

。岩崎前礼
R
S
Q
芯〔州、町、
S
苫芯

h
ミ
E
E一

し
同
町
恥
し
印
可
。
ヨ
日
〉
。
。
~
』
ロ
O
件
。
品
同
ロ
吋
~
u
N

丸
、
司

H

叶一日

仲
間
七
年
一
-
一
月
に
す
で
に
二
九
名
の
士
官
は
議
会
(
長
老
派
)
と
妥

協
し
、
軍
隊
知
条
刊
解
散
L
同
意
し
た
。
ロ
ロ
ノ
〈
旬
。
甘
m
c
E
H
q一

第
八
L
l
七
巻

六
五

部
阿
川
方



イ
ギ
り
ス
平
命
の
農
業
・
土
地
問
団
解
決
と
そ
の
歴
史
的
意
義

。
ゅ
守
口
T
H
u
u
u

し
か
し
兵
士
激
化
の
な
か
で
大
多
数
土
官
の
之
っ

た
態
度
は
、
か
れ
ら
が
兵
士
と
同
調
す
る
に
当
っ
て
出
し
た
議
去
へ

の
「
士
官
の
計
明
」
に
明
ら
か
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
立
場
が
議
会
に

た
い
す
る
抗
命
や
条
刊
の
お
し
つ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
強

調
し
て
い
う
、
「
鯖
聞
は
も
と
も
と
兵
士
周
か
ら
日
た
も
の
で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
は
た
だ
わ
き
で
兵
士
の
や
り
方
を
規
制

L
、
で
き
る
か
ぎ

り
一
切
の
不
快
事
を
と
り
除
こ
う
と
努
力
し
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
。

『

同

5
V
4
2
5
p
q
q
m
Q
3
h邑
円
。
2
6
5
言句

Q
g
u
l
S
)
』
王
町

φ
R
r
E
門
間
口
]
自
己
間
口
己
戸
(
σ
C
)
、
C
M
V
s
f
M
V
M
A
K
供
与
」
の

態
度
は
、
さ
き
に
み
た
下
院
(
と
く
に
組
立
侃
)
に
よ
る
売
却
事
推

進
に
も
共
通
し
て
い
る
。
四
六
年
七
月
間
。
ヨ
当
日
昔
は
上
院
に
語
っ

た
も
し
上
院
が
売
却
を
担
苦
す
る
な
ら
「
A
り

r
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

が
失
わ
れ
、
軍
障
が
未
払
い
給
与
凸
支
払
い
を
う
け
ず
、
し
た

が
フ
て
解
散
せ
ず
、
そ
の
た
め
債
権
者
に
満
足
を
与
え
ら
れ
ぬ

よ
う
な
事
態
に
だ
っ
た
と
し
て
も
」
そ
の
責
は
下
院
に
は
な
い
、
と
。

』け

L
F
ぐ同ロヨ
U

h

p

A
肝

N
-
A出
。
件
。
仏
国
口
門
出
口
-
。
唱
。
礼
子
同
V

H

寸
〔
)

仙
川
』
「
守
主
ヨ
同
》
弓
町
一

川
w
n同
刊
、
い
た
ア
同
V
H
J
1

日

同

W

Q

E

7
目
。
加
古
寺
B
N
-
H
v
g
土
地
位
券
は
は
げ
し
い
投
機

の
対
象
と
な
っ
た
。
四
八
年
六
月
二
む
日
の
朱
令
は
、
僚
券
の
担
保

を
再
保
証
し
、
む
し
ろ
そ
の
流
通
を
促
進
し
た
。
ま
た
レ
ヴ
エ
ラ
ー

ズ
の
一
円
ン
フ
レ
ッ
ト
は
し
V

う
|
土
地
債
券
は
「
議
員
の
代
理
人
に

売
る
以
外
に

Y
一
う
に
も
な
ら
な
い
。
か
れ
ら
は
代
理
人
か
つ
か
つ
て
、

そ
れ
を
一
ポ
ン
ド
に
つ
き
た
か
だ
か
三
シ
リ
ン
グ
な
い
し
同
シ
リ

γ

第
八
十
k
巻

部
四
サ

_.-ノ、
ノ、

グ
で
民
い
集
め
て
い
る
」
ω

上
級
士
官
士
ち
日
「
自
分
と
そ
の
追
従

者
と
で
、
只
あ
る
い
は
只
同
然
で
旧
王
但
地
の
独
ト
門
的
所
有
名
た
ら

ん
と
し
℃
い
る
。
げ
が
、
か
れ
ら
が
わ
れ
わ
れ
の
土
地
位
非

hqH
い

集
め
る
金
は
、
国
民
に
説
明
で
き
な
い
九
主
で
あ
る
こ
と
を
M
附
記
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
。
吋
r
h
E
E
r
E
S
S長町ベミ
R

札
)
司
汁

ρ
戸
。
古
仏

ド
ロ
ロ
出
口
「
〔
色
町
内
町
一
司
同
∞
∞
一
回

川

町

v
h
J
F
】U
S
F
ρ
E
Z
Q
E
N守
礼
子
百
回
目
白

川
何
回
丘
一
同
》
】
包

帥
第
一
に
長
老
派
方
式
と
の
形
式
上
の
桝
荒
性
と
い
う
点
は
、
た
と

受
ば
王
党
派
地
主
所
領
O
売
却
に
先
だ
っ
て
、
五
一
U
年
一
月
二
五
日

の
条
令
に
よ
り
、
示
議
金
加
納
者
へ
の
差
押
え
処
置
の
強
化
を
決
定

す
る
、
と
い
う
か
た
ち
で
、
依
然
ζ

し
て
ま
ず
差
押
え
|
市
読
を
先

行
さ
せ
た
こ
と
に
一
市
さ
れ
て
い
る
(
武
勝
央
、
前
掲
論
文
一
入
四
ペ

ー
ジ
参
照
)
。
第
二
に
、
そ
の
「
内
実
」
の
点
に
お
い
て
も
、
売
却

執
行
の
担
当
者
除
。
民

2
3
オ
E
古
島
、

g己
E
n古
田
が
依
然
主

、
〆
し
て
ロ

y
ド
ソ
古
川
入
国
に
占
め
ら
れ
た
ド
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
、

五
む
年
の
一
指
令
は
、
紙
当
杭
設
定
者
に
代
っ
て
抵
当
権
者
が
一
部
談

す
る
こ
と
を
許
し
(
ロ
同
町
HHHげ
何
回
仏
国
印
河
m
w
H
F
4
3
r
口
)

H

4

h

F

口
旧
国
)
、
主

ι四
九
年
八
月
に
は
、
以
後
監
督
倒
購
入
者
は
シ

テ
ィ
'
カ
ン
ハ
ニ
ー
の
手
形
(
。
。
Eω
自
民

E
l
H
r己
目

F
3
1
2
1

2
2
1出
巳
日
出
己
目
)
で
支
払
う
こ
と
守
許
す

(
N
E丸
一
口
同
ν

ロコ

等
、
ほ
杭
者
と
く
に
円
。
ロ
与
。
ロ
0

2

D
利
誌
の
保
証
も
ま
た
継
示
し

た
。
円
山
門
出
回
目
f
c
M
守
去
、
暗
唱
同
∞
ω
l
H
∞
日
こ
れ
ら
の
こ
白
と
は
有

却
の
結
果
(
後
述
)
に
反
映
し
て
い
る
。



b

だ
れ
が
土
地
を
え
た
か

以
上
白
経
過
か
ら
す
で
に
、
四
九
年
以
後
の
売
却
に
よ
っ
て
だ
れ
が
土

地
を
え
た
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
四
九
年
四
月
の
条
令
に
よ
っ
て
、
助

祭
・
詐
議
会
領
が
売
却
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
八
一
怖
は
官
隊
と
く
に
士
官

イヤ

l

d

l

p

o

層
に
先
取
指
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
結
局
、
助
祭
評
議
会
領
の

主
た
る
購
入
者
は
、
ジ
エ
ン
ト
リ
、
ロ
ン
バ
ン
及
び
地
方
の
商
工
業
者
土

軍
隊
士
官
周
で
あ
っ
た
と
竹
劃
定
さ
れ
て
レ

h
u
五
O
年
五
月
に
西
部
主
旅

行
し
た
王
党
派
の
キ
1
ン
大
佐
は
、
士
官
の
大
部
分
が
王
領
地
、
助
祭

評
議
会
領
に
よ
っ
て
満
足
を
え
た
が
、
兵
士
周
は
給
与
未
払
い
つ
づ
き
で

不
満
で
あ
っ
た
、
と
伝
え

t
い
h
o
兵
士

l
農
民
が
購
入
か
ら
排
除
さ
れ

た
こ
と
は
、
売
却
全
体
に
わ
た
っ
て
、
販
売
価
格
が
一
括
売
却
制
度
に
よ

っ
て
、
一
般
に
き
わ
め
て
高
額
で
あ
っ
た
こ
と
(
た
と
え
ば
監
督
領
、
助

祭
評
議
会
領
で
は
そ
れ
ぞ
れ
、
一
件
当
り
平
均
個
格
が
九

0
0
ポ
ン
ド

以
上
、
一
、

E
Oの
一
ポ
ン
ド
以
上
で
あ
り
、
一

(
U
O
ポ
ン
ト
以
下
り
阪
売

例
は
、
わ
ず
か
に
則
者
で
凹
例
、
後
者
で
六
三
件
中
二
例
に
す
ぎ
な
か
っ

た
)
と
、
他
方
ヨ

1

マ
ン
の
富
裕
部
分
に
お
い
て
す
ら
年
収
四

O
ポ
シ
ド

と
い
j
当
時
農
民
的
購
買
力
水
準
の
低
き
色
白
対
比
に
お
い
て
も
明
ら
か

で
あ
弘
(
監
督
制
購
入
者
中
長
民
は
わ
ず
か
に
九
%
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ

と
会
想
起
。
筋
I
表
)
。
四
九
年
七
月
一
六
日
の
正
領
地
売
却
の
条
令
は
、

花
却
担
当
者
止
議
会
に
指
名
叫
他
出
す
る
権
限
を
士
宮
間
支
配
下
の
常
民

ウ
ゾ
ノ
川

5

u

D

会
議
に
与
え
た
。
結
局
、
史
料
の
現
存
す
る
計
一
四
二
万
余
ポ
ン
ド
の
売

却
地
に
つ
い
て
、
そ
の
隣
入
者
を
み
る
と
第
E
衰
の
と
お
り
で
あ
る
。
金
額

イ
ギ
リ
ヌ
ホ
命
の
農
業
-
土
地
問
題
解
決
、
と
そ
の
歴
史
的
意
義

オ

u

fc
一
E

l

i

-
川
一
に
し
て
ほ
ぼ
九
C
M
W
強
は
、
本

却

下

下

川

い

一

巳

げ

ま

λ

債

記

f
タ
梨
ま
た
は
な

一

一

一

(

同
一
日
一

m
m
此

肌

一

叫

ん

ら

か

の

手

川

ぺ

晴

畑

寸

入

手

引っ
n

一
比
日
以
以
一
明
ー
し
た
も
の
〈
位
権
譲
受
者
)
の

M
E
-
-い

1

一
円
以
一
同
ぉ
手
に
帰
し
、
直
接
テ
ナ

γ
ト
の

月

一

一

一

一

h

p

地
一

h

一l
I
l
l
i
-
-
|一
2

イ
購
入
額
は
、
わ
ず
か
に
八
%
に

担

一

一

ト

者

者

一

一

υ
市

日

一

円

権

受

一

一

市

山

す

ぎ

な

か

っ

た

。

前

立

大

部

表
一
一
テ
市
議
一
計
一
M
m
分
は
お
そ
ら
く
、
ン
一
フ
ィ
の
印

刷
一
一
伽
和
権
一
一
一
川
川
人
、
ジ
エ
ン
ト
リ
、
士
山
石
田
川
で

一

直

本

債

一

一

(

あ

り

、

後

者

は

農

民

と

推

定

L

i
l
l
i
-
-
1
1
1
1
1

て
ほ
ぼ
あ
や
ま
り
な
い
で
あ
ろ

う
η

と
こ
で
、
兵
士
周
が
排
除
さ
れ
に
こ
と
は
、
さ
き
の
キ
ン
の
証
言

が一市

L
て
い
る
。
ま
た
、
五
二
年
一
一
月
二
二
日
の
玉
有
林
売
却
の
条
令

で
は
、
ん
ぞ
の
収
益
の
相
当
部
分
を
、
指
唱
さ
れ
転
士
官
の
グ
ル
ー
プ
に
留

保
し
た
。
王
党
派
地
主
所
領
の
売
却
に
つ
い
て
は
、
五
一
年
七
月
一
七
日

の
条
令
で
七
一
二
名
、
五
二
年
八
月
四
日
二
九
名
、
一
一
月
一
八
日
六
七
八

名
、
計
七
八

O
名
の
所
前
田
売
却
を
決
前
4
1旬
。
示
談
委
員
会
一
記
録
に
現
れ

た
か
ぎ
り
で
の
購
入
者
の
構
成
は
釘
E
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

購
入
者
総
数
一
一
一
一
八
名
の
う
ち
ロ
ン
卜

γ
商
工
業
者
が
過
半
数
を
占
泊
、

ジ
ヱ
ソ
ト
リ
及
び
こ
の
阿
者
に
近
似
の
グ
ル
ー
プ
を
加
え
る
と
、
一
二
三

名
八
九
%
と
な
り
、
農
民
的
要
素
は
「
借
地
人
」
を
合
官
て
も
、
一
C
%

永
に
す
ぎ
な
い
。
も
っ
と
も
右
の
数
他
が
史
料
の
性
質
上
、
議
会
の
売
却

都
八
十
七
巻

柑品川凹号

ノ、
七
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寸
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P
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北
ゃ

れ

ι
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プ

格

有
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一

ー
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一
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戸

昌
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K

E
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一

人

ニ

ソ

ジ

と

川

E-

一一一
U
J
1
7

市

刊

第

一

戸

駅

口

江

川

明

日

一

十

貴

E

3

官

五

担
当
者
か
ら
直
接
購
入
し
た
も
の
(
一
比
購
入
者
)
を
主
と
し
て
表
示
し

て
い
る
と
す
れ
ば
、
売
却
の
一
結
果
を
性
格
つ
け
る
た
め
に
は
、
転
売
(
二

次
売
却
以
降
)
に
よ
る
そ
の
後
の
移
動
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
耳
表
は
、
東
南
部
一
二
川
に
つ
い
て
、
転
売
の
結
果
を
反
映
さ
せ
た
数

字
で
あ
る
。
だ
が
こ
己
で
も
、
ロ
ン
ド
ン
商
人
と
地
方
ジ
エ
ン
ト
リ
が
圧

倒
的
に
多
く
、
王
党
派
代
理
人
を
含
め
て
、
同
様
近
似
グ
ル
ー
プ
を
合
算

す
る
と
八
一
%
、
第
E
表
と
ほ
ぼ
等
し
い
傾
向
を
確
認
し
う
る
。
し
か
も

こ
の
部
分
と
く
に
ロ
シ
ド
ソ
商
人
の
購
入
額
が
一
般
に
五

0
0
ポ
ン
ド
以

上
だ
っ
た
の
に
た
い
し
、
他
方
ヨ
l
マ
ン
手
斗
業
者
の
そ
れ
は
、
一
般

に
五

0
0ポ
ン
ド
以
下
の
少
額
で
あ
っ
て
、
一
六
怖
と
い
う
人
数
の
比
半

が
表
示
す
る
よ
り
も
、
獲
得
し
た
土
地
白
比
率
は
、
は
る
か
に
小
さ
か
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
対
照
的
に
、
王
党
派
地
主
に
よ
る
土
地
回
復
に
注

70 

10 

19 

5 

138 

11 

10 

'目

史

人地

壬=

官

イ廿

第
八
↑
七
巻

凶

第
四
号

ノ、

^ 

六六O年現布売却地
所有者(東市部〉

階 牌 〔 職 業 ) I人数| 号も

ニピ党派地主代理人 20 8 

議地被会与派官者吏・土 18 7 

p y ドン商人 79 31 

地方ジエントリ 66 
31 

ジエントリ 13 6 

PYドンジ工
7 3 

ント五
J:I.!!方ヨーマ γ，

41 16 
手工業者

法 律 家 4 1 

シィ、 間 9 3 

100 E十

第四f表窓
さ
れ
た
い
。
サ
J

ス
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
白
動
き
は
、
ク
ロ
ム
ウ

エ
ル
政
権
に
よ
っ
て
意
識
的
に
黙
認
き
れ
た
の
で
あ
問
。
買
戻
し
を
一
市
城
山

の
変
形
と
す
る
な
ら
ば
、
ぞ
れ
は
本
来
独
立
派
方
式
に
内
包
さ
れ
て
い
た

ιみ
る
こ
と
が
で
肴
る
。
第
百
表
に
一
広
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
傾
向
は
、
全
国

的
に
、
他
の
地
方
(
た
と
え
ば
北
部
町
一
ヲ
シ
カ
シ
マ
)
に
も
作
ぼ
共
通
す

(日
v

る
普
遍
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
士
地
処
分
の
総
結
果
は
、
ど
の
程
度
の
規
峡
に
達
す

る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
を
市
す
E
確
な
数
字
は
レ
ま
の
と
こ
ろ
与
え

ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
の
み
の
ご
く
暫
定
的

な
数
r

子
を
第
V
表
に
概
括
し
て
お
こ
う
。
恐
ら
く
こ
れ
ら
は
現
実
の
そ
れ

を
か
な
り
下
回
わ
る
過
少
値
と
推
察
さ
れ
る
ω

だ
が
と
も
あ
れ
、
以
上
総

じ
て
革
命
期
に
、
私
的
売
却
を
別
に

L
て
も
少
く
と
も
総
鋭
一
、
四

0
0

J. Thin;k， 'The Sale::; uf Ruyalist 
T Jand'， in Ecつ.H. R.， 1952， p. 206 



売却地規模概数

<;'000 

2，420.2 

1，411.9 

6，203，6 

10，035.7 

1，464.4 
0.7 

528.8 

1，993.9 

2，245.0 

7.8 

2，252.8 

第Y表

教会 領

監督領

助祭，評議会閣

下級僧職領

小計

王領地

王領地

王有林

永代借地地代

小計

主党派地主所領

一般所領

諦林地

小言1

P
成

計

一

'

作

吋

ょ

合
一

7
3
J

お

で小ロ王万
台ジ γ 、ポ
る16"'- ド教 y
O~ンソ会ド

トと 、に
り 地 王 の
11 方党ぼ
軍の派る
隊ジ地土
士ェ主地
官 γ のが
屑ト手、
の り か 議z言明千
渡主主独
つ伐と立
たこし派
、二て政

主 J 、権

結」シ首
論〈シテ導
てコ 、 イ 0::> 

け軍のも
る服商 k
こを人に
とき層、
がた、岡

ω
ロ
門
出
巳
戸
。
同
ロ
ミ
}
同

u
H
3
な
お
四
月
二

(U
目
。
条
令
は
、

価
格
を
一
二
年
分
の
地
代
額
と
決
定
し
、
直
接
の
テ
ナ
ン
}
に
三

C

日
の
先
買
権
を
与
え
た
。
し
か
し
こ
の
あ
と
の
点
が
早
く
も
六
月
に

士
官
屑
の
要
求
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
み
?
と
お
り

で
あ
ゐ
。

ω
武
暢
夫
、
前
掲
論
文
一
八
三
ペ
ー
ジ
宰
照
。

川

川

町

札

E
骨
司
弘
己
主
嶋
、
主
2
p
b。
き
円
四
日
中
叩
司
白
井
官
。
件
。
。

M

口
前
~
u
N
札
、

}

U

H

寸
匂

イ
ギ
日
ス
中
命
の
農
業
・
土
地
問
題
解
決
と
そ
の
庵
史
的
意
義

仙
円
門
出
口
回
目

F
回
目
ヨ
告
皇
、
】

4

5品
l

呂
田
門
目
戸
主

sr-v-uH白

H】
加
N

同

w

h

h

、
=
、
司

Hg一戸
E
Z仏

E
E
F
噌
同
寸
寸
結
局
円

u
E

m
S
O
B
-
と
門

C
E
E
O
M
君
日
及
ひ
議
会
に
よ
り
計
一
一
二
名
が

指
名
さ
れ
た
が
、
そ
の
う

b

財
政
担
当
者
四
名
全
員
が
ツ

テ
ィ
の
〉

E
2目
。
ロ
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
す
で
に
ふ
れ
た

点
と
あ
わ
ぜ
て
‘
独
立
派
方

式
の
内
需
を
理
解
す
る
う
え

で
銘
記
き
る
べ
き
で
あ
る
。

門同

ω
]
リ己
mw己

m
p
c市

S
T

U
U
吋
叶
由
】
。
凶
勺
∞
口

川
門
門
司

H
~
u
一
尚
昆
叩
司
]

U

H

中
日
間
-

旧
日
目

の
第
百
喪
は
、
王
領
地
購
入

者
に
つ
い
て
、
購
入
規
模
別

に
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
銅

し
、
テ
ナ
ン
ト
、
債
権
者
、

債
権
譲
受
者
の
三
者
の
各
購

入
金
額
目
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ

ル
ー
プ
に
占
め
る
比
率
を
算

出
し
て
、
同
時
に
事
グ
ル
ー

プ
欄
の
合
計
金
額
が
売
却
総

第
八
十
七
巻

五

IZどEEEJ同盟E雪
「エナン~I 8ア ;;引 ;rl7ア

欄)I孟ι」J』竺
100% 

第
四
号

ノ、
九

計



イ
ギ
リ
ス
革
命
。
農
業
・
土
地
問
題
解
決
と
そ
の
歴
史
的
意
義

額
中
L
占
め
る
比
率
を
け
円
に
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
テ
ナ
ン

t

は
五
O
ポ
シ
ド
以
下
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
く
に
一

0
0ポ
ン
ド
以

下
で
大
き
な
比
置
を
占
め
る
が
、
と
の
二
つ
の
グ
ル
プ
の
全
体
を

合
計
し
て
も
総
額
の
四
%
そ
こ
そ
こ
で
あ
り
、
他
方
総
額
の
九
五
%

強
を
な
す
五

0
0ポ
ン
ド
以
上
の
三
グ
ル
ー
プ
と
り
わ
け
一
、

0
0

0
ポ
ン
ド
以
上
で
は
、
出
栴
者
が
圧
倒
的
な
比
重
を
占
め
る
。
つ
ま

り
一
般
に
、
少
額
班
l

冗
ほ

E
テ
ナ

γ
ト
た
る
購
入
者
が
多
か
っ
た
が
、

少
額
胆
売
そ
れ
自
体
が
、
こ
」
で
も
と
る
に
足
ら
ぬ
ほ
ど
そ
の
例
が

少
〈
、
陀
じ
て
巨
額
の
一
括
販
売
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。

ω

2
門
出
巳
一

4
h
N叫

』

}
U
H
寸
∞
ま
た
玉
有
林
売
却
の
経
過
に
つ

い
て
は
、
込
山
『
冨
ロ
〈
布
。
司
。
v
n
N
ア

HVH》日
ω由
時

似

合

冨

T
E
E
-
4
h眼

科

ヨ

円

V

∞
に
な
お
王
党
派
地
主
所
領
の
売

却
に
つ
い
て
三
つ
の
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
ロ
第
一
に
、
う
え

の
三
条
令
で
売
却
を
指
定
さ
れ
た
王
党
派
の
八
O
%
は
ジ
ヱ
ン
ト
リ

で
あ
り
、
し
か
も
、
示
談
委
員
会
記
録
に
み
ら
れ
る
六
二
五
件
の
売

却
中
三
六
二
件
約
半
数
は
、
北
部
四
州
で
あ
っ
た
こ
と
。

Q

n

出戸

F
O唱
号
、
日
v

g

N

(

ち
な
み
に
世
和
制
期
を
通
じ
て
土
地
を

没
収
さ
れ
ん
王
党
派
地
主
の
数
は
総
計
一
、
六
七
七
人
に
達
す
る
。

ロ
=
T
2
0
9
4
晃
一
司
∞
日
)
。
第
二
に
、
売
却
地
は
、
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
遠
征
の
た
め
の
借
款
一
O
五
万
ポ
ン
ド
の
担
保
忙
さ
れ
て

い
た
こ
と
。
門
出
門
出
巳

-
4
2
r
司
H

∞
同
第
三
に
、
五
二
年
の

二
つ
の
条
令
で
は
、
下
院
の
決
定
に
よ
っ
て
、
直
接
の
テ
ナ
ン
ト
の

先
買
権
す
ら
規
定
し
な
か
っ
た
こ
と
。
〔
い
同
冨
』

P
E何
回
、
も

Z
-

日ν

∞
日
あ
と
の
二
山
川
町
志
義
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
多
言
を
要
し
な

第
八
十
七
巻

士二。

プミ

第
四
号

、。し
州
側
エ
ス
イ
・
ア
ル
ハ
ン
グ
リ
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
た
も
り
。

武
暢
夫
、
前
掲
論
文
、
一
八
六
ペ
ー
ジ
所
引
。

ω

Q

]

百戸
H
E
F
4
-
s
m
-
3
H
C
F
E
H

ゆ
第
唖
表
は
、
第
百
表
に
示
し
た
二
王
七
名
中
購
入
金
額
の
わ
か
る

三
一
二
四
名
を
、
そ
の
規
模
別
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
り
、
け
内
は
二

次
以
降
の
購
入
者
数
を
示
す
。
こ
こ
か
ら
次
り
こ
と
を
指
摘
し
う
る
。

第
一
に
、
ヨ

I
マ
γ
、
手
工
業
者
の
購
入
街
。
大
相
分
は
五

0
0ポ

シ
ド
以
下
で
あ
り
、
他
。
グ
ル
ー
プ
と
く
に
ロ
ン
ド

γ
商
人
が
こ
れ

と
対
照
ゃ
な
す
こ
と
。
第
二
に
、
二
次
以
降
購
入
者
に
つ
い

τみ
る

と
、
ヨ
i
マ
ソ
、
手
工
業
者
。
多
く
が
そ
れ
に
含
ま
れ
る
が
、
地
方

ジ
ェ
ソ
ト
リ
白
方
が
絶
対
数
に
お
い
て
は
多
く
、

P

ン
ド
ン
商
人
、

そ
の
他
の
ジ
エ
ン
ト
リ
を
合
せ
る
k
や
は
り
全
体
の
五
分
の
三
以

t

が
こ
れ
ら
の
層
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
の
ま
た
金
額
に
つ
い
て
も
、

二
次
以
降
で
は
、
少
額
が
多
く
な
る
主
は
い
え
、
ロ
ン
ド
ン
商
人
、

ジ

z
y
ト
リ
の
う
ち
に
は
や
は
り
、
五

0
0ポ
ン
ド
以
上
隣
人
者
を

相
当
数
含
ん
で
い
る
の
に
た
い
し
、
ヨ
i
マ
ン
、
手
工
業
者
は
ほ
ん

の
わ
ず
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
売
却
全
体
の
性
格
づ
け
を
変
更
す
べ

き
ほ
ど
の
も
の
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
。

M
M
H
r
p
H
V司
】

由

N
ω

凶

2
匙
記
、
]
U

凶器

M
W

こ
の
土
地
移
動
を
性
格
づ
け
る
う
え
で
、
売
却
地
の
八
心
%
が
ド

ー
シ
ト
シ
」
ノ
ァ
チ
ン
グ
ム
シ
ャ
を
結
ぶ
線
の
北
西
地
域
ヘ
後
也
地

帯
〉
に
属
し
士
、
と
い
う
事
実
が
示
唆
的
で
あ
る
。
円
h

h

同

E-



第四表 王党源地主所領購入規模別分類〔東南部〕

ニコ:孟亘直E空EEJ三一
王党派代埋人 11 ， 4j471 1 1 2 0  

議会派官吏，土地被 1 - 1 5 1 4 1 511
与者 -

ロンドン商人
15 

70(11) 8(3) 24(3) 20(1) 12(8) 6(5) 

15(12): 

;;:ン.:/~:/~二 1 4 

地方ヨーマン，手工 l ¥l 

業者 ! 13(1) 21(15河

法律家 1 - i 3(1) 1 1 1 1 1- り

千三二 直8f74c9王互空豆堅企豆l

J. Thirsk， op日 t.，p. 207， Table II， III より作成。

66(31) 

4(2) 

37(29) 

17(4) 

3(1) 22(6) 2 

11(2) ! 

2(2) 

3(2) 
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〕

1

2

 

〔

〔
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地コージエントリ

イ
ギ
リ
ス
革
命
の
農
業
土
地
問
題
解
決
と
そ
の
歴
史
的
立
義

。b
s
?
同
)
日
曲
目
玄
た
前
記
註
川
仰
を
み
よ
。

制
こ
れ
ら
諸
層
の
土
地
「
飽
糊
」
と
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
政
権
の
保
守
的

傾
向
、
兵
士
U

農
民

i
レ
ヴ
エ
ラ
l
ズ
の
小
土
地
所
有
創
出
の
要
求

拒
荷
と
い
う
土
地
処
分
の
帰
結
、
そ
れ
に
起
因
す
る
独
立
派

l
耳
隊

の
大
衆
酌
基
躍
喪
失
と
王
政
復
古
(
小
シ
エ
ン
ト
リ
か
ら
の
、
貴
族
・

大
ジ
ヱ

γ
ト
リ
に
よ
る
政
治
的
首
導
権
奪
還
)
の
容
易
さ
と
不
可
避

性
、
等
の
関
連
を
指
摘
し
う
る
。
(
い
同
同
宣
子
宮
》
円
斗
田
L
H
寸回、

SN-

C

地
主
的
近
代
化
の
強
行

う
え
に
み
た
か
ぎ
り
で
は
、
イ
ギ
り
ス
革
命
の
土
地
処
分
は
、
地
主
的

土
地
再
分
配
に
終
っ
た
、
と
い
う
と
と
が
で
き
る
の
い
な
、
す
で
に
牛
命

期
に
お
け
る
王
党
派
地
主
に
よ
る
土
地
買
戻
し
、
さ
ら
に
は
、
王
政
復
古

に
よ
る
土
地
回
復
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
す
ら
は
る
か
に
意
義
少
い

、
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
乙
だ
が
イ
ギ
リ
ス
J
4
人
叩
の
土
地
処
分
は
、
実
際
に

は
そ
れ
以
上
の
こ
之
を
意
味
し
て
い
た
。
土
地
処
分
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に

お
い
て
、
農
民
の
土
地
保
有
に
た
い
す
る
攻
県
と
地
主
的
近
代
化
が
強
行

さ
れ
た
こ
と
、
モ
ヶ
に
こ
の
土
地
処
分
の
全
本
質
が
集
約
さ
れ
て
い
る
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

.

.
 、

、

で
あ
る
。
領
主
権
回
一
「
温
存
」
と
、
そ
れ
を
前
提
し
た
「
改
良
」
岡
田
官

。
Z
E
E汁
、
こ
の
こ
つ
が
そ
の
懐
心
を
な
し
て
い
る
。

第
一
に
、
差
押
え
そ
の
も
の
が
、
州
委
員
会
に
よ
る
領
主
権
の
代
行
で

あ
っ
た
(
四
八
年
の
条
令
は
、
長
押
え
地
に
お
け
る
マ
ナ
裁
判
所
円
。
ロ
ユ

F

立
P
E
E
Zロ
の
復
罰
・
強
化
を

F
ら
折
令
し
て
い
台
。
し
た

が
っ
て
差
押
え
収
入
と
は
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
地
代
収
入
に
ほ
か
な
ら
な

2
 

か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
当
然
、
財
政
上
の
必
裂
は
一
小
可
避
的
に
、

第
八
十
七
巻

七

第
四
勾

じ



イ
ギ
リ
ス
革
命
。
農
業
土
地
問
題
解
決
と
そ
心
庵
史
的
意
義

地
代
艦
大
化
の
努
力
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
州
主
押
委
員
会
は
、

「
本
来
の
地
主
が
な
し
た
で
あ
ろ
う
よ
う
に
」
所
債
を
で
き
る
か
ぎ

り
「
改
善
さ
れ
た
地
代
」
で
貸
し
出
す
権
限
を
与
え
ら
如
、
五

O
年
的
条

令
は
、
「
当
該
所
領
が
国
家
の
最
善
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
、
ど
の
程
度

改
善
さ
れ
う
る
か
」
に
配
慮
す
る
こ
と
を
命
じ
b
。
こ
の
「
改
善
」
は
当

然
委
員
会
自
身
に
よ
る
固
い
こ
み
に
ま
で
お
よ
品
。
第
二
に
、
一
市
談
は
、

示
談
金
支
払
い
を
余
儀
な
〈
さ
れ
た
王
党
派
地
主
に
よ
る
そ
の
負
担
の
農

民
へ
の
転
稼
と
、
農
民
の
土
地
保
有
に
た
い
す
る
攻
撃
を
通
じ
て
の
、
か

ィ
ゾ
ブ
ル
1
7
イ
ソ
グ
ラ
/
ド
リ

l

れ
ら
の
「
旧
態
地
主
」
か
ら
「
改
良
に
熱
心
な
地
主
」
へ
の
転
化
と
を
、

多
か
れ
少
か
れ
伴
っ
た
。
没
収
-
売
却
に
よ
っ
て
か
れ
ら
の
所
領
が
縮
少

さ
れ
た
と
き
に
も
結
果
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
第
三
に
、
売
却
は
飢
主
棺
の

サ
ー
ゲ
品
イ
ヤ

l

譲
渡
と
し
て
行
わ
れ
、
そ
の
際
、
検
地
官
に
よ
る
農
民
の
土
地
保
有
権
、

イ

ト

ル

デ

イ

l

不
動
産
権
担
証
書
の
審
査
を
伴
い
‘
文
書
証
拠
に
よ
り
も
慣
習
陀
依
脅
す

る
こ
と
の
多
か
っ
た
農
民
の
諸
権
利
の
不
確
定
性
を
、
領
主
権
に
有
利
に

決
着
す
る
機
会
と
な
勺
た
。
一
般
に
購
入
者
は
保
一
証
さ
れ
た
領
主
権
か
最

ヲ
ツ
ク
レ

Y
T
ィ

，

グ

わ

大
限
に
利
肘
し
、
地
代
つ
り
上
げ
と
固
い
こ
み
を
実
施
し
た
。
ジ
t

イ
ム
ズ

に
上
れ
ば
、
購
入
者
の
最
良
の
も
の
で
も
、
農
民
の
「
慣
習
権
の
漠
然
と

し
た
ト
品
に
、
法
的
照
明
を
当
て
よ
う
と
し
た
」
の
で
あ
る
。
農
民
は
「
購

入
者
を
こ
の
う
え
な
く
憎
ん
で
い
る
。
と
い
う
り
は
、
か
れ
ら
は
ま
た
と

な
い
圧
制
者
で
あ
っ
て
、
貧
し
い
一
ア
ナ

γ
ト
士
ち
が
こ
れ
主
で
享
受
し
て

き
た
特
権
平
自
由
を
す
べ
て
取
上
げ
て
い
る
か
ら
で
あ

hv、
、
と
い
う
一

謀
言
の
語
る
と
こ
ろ
は
、
多
か
れ
少
か
れ
す
べ
て
の
購
入
者
に
妥
当
す
る
。

第
八
十
七
巻

ノ1

第
四
口
勺

U 

第
四
に
、
四
六
年
一

O
月
九
日
の
条
令
は
、
蛇
拝
領
に
附
随
す
る
平
役
証

務
の
解
消
を
宣
言
し
、
他
芳
三
代
ま
た
は
二
一
年
を
越
え
る
農
民
の
長
期

ハ
ロ
)

借
地
権
の
撤
廃
を
煩
定
し
た
。
同
様
規
定
は
、
四
九
年
の
助
祭
・
一
評
議
会

棋
の
売
却
に
踏
襲
さ
れ
、
さ
ら
に
王
党
派
地
主
所
制
の
売
却
に
先
だ
っ
差

押
え
強
化
の
二
条
令
(
四
九
年
凹
月
、
五

O
年
一
月
)
に
お
い
て
も
、
そ

(

河

川

》

れ
ぞ
れ
三
年
及
び
七
年
へ
の
有
効
借
地
期
限
の
短
縮
が
行
わ
れ
た
。
隣
人

地
の
近
代
的
私
有
権
の
確
認
と
り
わ
け
そ
れ
と
対
極
を
な
す
農
民
保
令
権

の
劣
悪
化
、
こ
れ
が
す
べ
て
の
売
却
地
に
妥
当
す
る
こ
と
は
す
で
に
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
五
四
年
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
国
務
院
は
、
森

林
地
聞
い
こ
み
に
関
連
し
て
、
「
こ
の
目
的
に
と
コ
て
す
べ
て
の
共
街
地

(
H
)
 

は
破
壊
的
で
あ
る
」
旨
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
五
六
年
議
会
が
、
囲
い

こ
み
規
制
法
案
を
コ
ピ

l
ホ
ー
ル
ド
安
定
化
の
た
め
の
三
法
案
も
ろ
、
と
も

葬
り
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
闘
い
こ
み
を
合
法
的
な
も
の
と
し
て
法
一
読
し

た
ば
か
り
か
、
そ
の
権
力
に
よ
る
積
極
的
推
進
を
も
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。

ω
ロ

出

司

王
H
H
E
Q

河

叩

河

E
F
4
3
m
-
戸
司
口
∞

y
f

。沖邑

E
〕
高
官
自
o
p
も
ミ
ヨ
唱
団
ω

ω
四
三
年
一
一
一
月
二
レ
]
H
C

差
押
条
令
」
は
、
差
押
委
員
会
が
「
地

代
な
ら
び
に
地
代
延
滞
金
を
収
納
す
る
栴
限
を
ケ
え
ら
れ
」
、
ま
た

「
テ
ナ
ン
ト
そ
の
他
は
、
本
条
令
に
よ
っ
て
そ
の
地
代
を
、
前
記

差
押
え
人
に
支
払
う
一
」
と
を
要
す
」
旨
規
定
し
て
い
る
の
円

E

H
1
H
H什
y
m
w
H
E

河

ω
同
E
Y
C唱

S
「
同
司
噌
目
。
。
l
H
D
∞
戸
ロ
ロ

E
v
-
-

O
H
己
ロ
ロ
己
-
(
O仏
)

』

Q
唱

E
T
司

N
目
印

川
W

円

国

間

E
F
E
H
2
同
山
岡
山
戸
件
、
。
、
皇
、
同
司

H
D
U
J
A
ロo
l



zc
ヨ
門
出
己
一
。
V

S

F
百

戸

問

団

川
刊
斗
宮
〉
与
。
同
日
間
す
宮
町
可
】

E
∞
1
8
一
官
。
z
a
E
N
Eぬ
司

同
窓
マ
ナ
裁
判
所
の
但
活
と
平
行
し
た
華
民
会
に
よ
る
地
代
つ
り
上

げ
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
州
で
こ
こ
一
つ
み
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と

も
そ
の
成
功
の
度
合
は
農
民
の
抵
抗
心
強
き
ゃ
委
員
会
の
構
成
に
よ

っ
て
か
な
ら
ず
し
も
一
棟
で
は
な
か
っ
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
上
げ
た

事
例
に
つ
い
て
み
る
左
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
、
ケ
ン
プ

p
ジ
二
州
で
は

効
果
が
少
か
っ
た
が
、
全
体
と
し
亡
は
結
局
か
な
り
強
引
に
刊
進
さ

れ
て
お
り
、
ー
と
く
に
ル
ト
ラ
シ
ド
、
ヵ
l
ナ
ヴ
プ
ン
一
日
州
で
は
、
中
央

か
ら
そ
の
わ
き
す
ぎ
を
制
肘
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
の
他
り
マ
ナ
単
位
で
の
具
体
例
を
含
め
て
、
江
出
す
目
。

P
4

Z
一
司
℃
田
山
下
回
目
但
し
逆
に
地
代
が
下
っ
て
い
る
事
例
と
く
に
マ
ナ

裁
判
所
が
聞
か
れ
な
か
っ
た
事
例
も
も
ち
ろ
ん
存
在
す
る
。
し
か
し

こ
れ
ら
は
、
革
命
柑
特
有
の
秩
序
撹
乱
的
状
抗
、
と
く
に
当
該
土
地

が
王
党
派
所
領
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
く
る
農
民
抵
抗
の
つ
よ
さ
、
委

員
会
に
よ
る
土
地
経
営
の
公
的
集
団
通
有
の
系
統
性
の
欠
除
、
主
た

一
時
的
に
譲
歩
せ
ざ
る
を
え
な
い
政
治
条
件
等
白
、
短
期
条
件
の
存

在
か
考
慮
す
る
と
き
、
恒
久
的
な
も
の
と
み
る
十
分
な
根
拠
は
な
お

な
い
よ
う
に
屈
わ
れ
る
。
内
乱
の
終
結
と
四
力
年
の
レ
ザ
工
フ
i
ズ

の
世
北
以
後
農
民
の
状
態
は
一
般
比
悪
化
し
た
、
と
い
う
C
-
K
ル

の
枯
諭
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
に
注
怠
さ
れ
た
い
。
門
出
己
目
、
C
M

守
三

七日由一戸

同
た
と
え
ば
ス
タ
フ
ォ
ド
シ
ャ
の
委
員
会
に
土
る
具
体
例
に
つ
い
て
、

立
口
出
可
。
ロ
ロ
ド
ロ
唱
。
ロ

P
ロ
己
】

kr

同
o
耳
切
(
己
)
ヨ
。
地

B
T

イ
ギ
り
ス
革
命
。
畳
業

土
地
問
題
解
決
と
そ
の
歴
史
的
意
義

2
d
M
M
M
口
口
、
日
町
一
宮

2
た
1
h

七
年
一
ハ
月
の
命
令
は
、
高
林
検
地
内
に
、

「
同
家
の
当
該
土
地
に
」
た
て
ら
れ
た
「
小
屋
」
と
そ
の
「
地
代
ま
た

は
同
役
」
を
調
査
し
、
「
ま
た
そ
の
う
ち
ど
れ
だ
け
が
存
続
さ
せ
ら

れ
あ
る
い
は
取
鼓
さ
れ
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
咋
定

す
る
こ
と
」
を
命
じ
て
い
る
(
門
出
沼
町
日
F

E
邑

同

由

同

E
F

4
3
T
口
}
唱
口

3
。
ま
こ
之
に
「
立
法
は
実
践
の
あ
と
か
ら
紘

く
」
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
努
力
は
す
で
に
早
く
か
ら
い
た
る
と

こ
ろ
で
み
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
門
出
門
同
日
一
。
も
む
ア
暗
唱
同
∞
品

l
H
∞寸

川
仰
示
談
金
の
転
嫁
に
か
ん
す
る
当
時
の
証
一
日
は
、
た
と
え
ば
、
立

】
円
O

O

W

3
恥
唱
。
ミ
ミ
喜
ば
門
E
F
(
目
白
色
)
一
司
コ
寸
回
一
百
円

出
E
E
H白
肘
ロ
巴
】
(
⑦
〈
凶
)
一
。
も

EFHU]μ

邑
や
ム
HU
ヨ
何
日
]
M
m
w円
仏

国
内
可
口
わ
町
、
む
正
室
町
ι

同
志
向
、
匂
国

E
G
r
n
』ロ色件。

ι
百

円

同

E
一。~。

2
明
司

H
O
寸
ま
た
個
々
の
王
党
派
地
主
に
よ
る
地
代
つ
り

k
げ、

共
同
権
の
侵
害
聞
い
こ
み
等
り
具
体
例
に
つ
い
て
は
、
仏
民

す
旨
耳
唱
。
可

S
?
E
U
回目
l
田
U
-
n
閏
E
-
m時

S
子
宮
】

g
y
z司

同

w
n同
志
N
R
尚
一
百

Haq

川
W
2
&
N
F
}
V司
『

N
H白
F
H
E
農
民
保
ム
伺
権
心
審
査
は
、
監
督

領
、
助
摂
評
議
会
領
、
王
党
派
地
主
所
領
り
各
売
却
条
令
に
規
定

さ
れ
た
。
検
査
官
は
、
軍
隊
を
つ
か
つ
て
の
、
強
制
執
行
権
を
与
え

ら
れ
亡
い
る
。
但
し
王
領
地
売
却
条
A
F
け
で
は
う
え
の
規
定
は
み
ら
れ

な
い
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
原
則
上
の
も
の
で
は
な
く
恐
ら
く
四
九

年
の
レ
ウ
ェ
ラ
!
ズ
、
デ
f

ガ

i
ズ
激
化
に
た
い
す
る
た
ん
に
一
時

的
な
便
宜
的
配
慮
の
結
呆
と
み
ら
れ
る
。
武
暢
夫
、
前
掲
論
文
一
八

第
八
十
七
巻

九

第
四
円
勺
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イ
ギ
り
ス
革
命
の
長
業
土
地
問
題
解
決
と
そ
の
歴
史
的
意
義

六
ペ
ー
ジ
参
照
。

川
何
恐
ら
く
五

0
年
代
を
通
じ
て
農
此
の
請
願
の
な
か
に
語
ら
れ
て
い

る
も
っ
と
も
広
汎
で
深
刻
な
戸
は
、
土
地
購
入
者
に
た
い
す
る
非
耐
酷

で
あ
る
。
事
実
、
「
間
底
的
な
荒
廃
な
し
に
は
負
担
し
え
な
い
よ
う

な
地
代
を
と
り
た
て
て
い
る
」
(
同
町
町
喧

E
出

5
N
3、
地
代

が
「
最
近
二

0
0ポ
γ
ド
か
ら
凹

υ
0
ポ
ン
ド
に
増
額
さ
れ
た
」

(
匙
礼
子
=
一

H
U
N
Z
C、
農
民
は
「
共
同
地
及
ひ
放
牧
地
を
失
っ
た

ば
か
り
か
残
告
の
土
地
の
聞
い
こ
み
を
強
い
ら
れ
」
コ
ピ

i
ホ
ー
ル

ド
に
か
ん
し
て
「
不
当
な
条
件
を
課
さ
れ
た
」
た
め
、
「
迅
速
な
救

済
が
行
わ
れ
ね
ば
、
可
ナ
は
全
面
的
な
人
口
減
少
の
深
刻
な
危
機
に

直
菌
し
て
い
る
」
(
門Cm

M陪同寸
3〉
乙
い
つ
た
事
伺
は
仕
と
ん
ど
枚
w挙
亭
に
い
之
主
が
な
い
仕
ど
で

あ
る

G

門2同
冨
『
γ伊

Eω2ω
司。4
V
b丘忌仇む匂、]司U屯】司V

∞勾1
由

g昌』
門
民
巨
凶
】
戸H戸
~
C也唱。§是Nな司也

]H戸由
∞

l

一
H戸
∞
∞

H
由
N

M
W

日
高
す
目
。

m
-
4
3旬
、

唱

曲

。

ω
凶

1
宮
号
、
匂
丘
町
地
Q
V
F
F
町

S
F
E
h
・
目
-HPE
同

ロ
丘
】

(
t
Y
4
E
F
目

白

戸

ω
Q
l
h
E
=
も
2
N』
H
V
H叶
N

ω
武
隈
去
、
前
掲
論
文
一
入
四
ベ
I
q
ノ
参
照
。
但
し
王
領
地
に
か
ん

し
て
の
み
こ
の
規
定
が
な
い
こ
と
は
、
さ
き
の
保
有
権
審
宜
規
定
に

つ
い
て
と
同
様
で
あ
る
。

川

明

〔

け

と

E
P句
。
¥
同
室
内
』
V

4

n

p

b

o
さ
ヨ
呂
田
弁

HV司

ハ
山
口
。
件
。
仏
】
ロ
門
出
己
-

C曜
日
町
、
出
回
目
凶

叫

戸

寸

回

こ
の
よ
う
に
し
て
、
土
地
処
分
を
通
じ
て
、
議
会
、
差
押
委
員
会
、
同

第
八
十
じ
巻

四
O 

第
四
号

七
P可

同、等ヵ:去H る、っそそ務
(1) じ、にか地場、づりれ院

道、よれのとく程を自
Q をるら大な世度多身
一歩経に半つ紀をかが

ま済課がたの誇 ic
固さ的 L 回己、張少地
己る 110た f主主議しか主

を盟諸さ、会てれ的
1 条れこ 権 は 実 「

n な|件てれ力な践改
託か止!のはにらし良
三つ、!も否後なた」
3 た自差も定 援 し 、 。 の

OJ ら押、でさによ先
~でのえ復きれしく喧
?っぁ転、帰 t.rtーでい役
軍る"身示しい近もオつを

。を誠た。代、れ 1買
促金士山王化土るじ
迫 支 主政の地よ、
さ払に複、処うさ
れいち市原、分にら
っ、はに盟、が、に
つ所、ょを、、よ僻
)領(つ陶、ヰし入
こ、 5't :-.~~で治、命ん者
の、却命売す、には日

む

ナ

ぴ

(
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
四
つ
の
小
稿
に
わ
た
っ
て
杭
討
し
て
台
た
全

分
析
の
帰
結
を
、
そ
の
歴
史
的
意
義
の
評
仙
の
視
点
か
ら
簡
単
に
総

括
し
て
お
き
た
い
ゴ

イ
ギ
リ
ス
革
命
は
、
絶
対
主
義
大
権
か
ら
議
会
主
権
へ
の
ま
ぎ
れ
も
な

い
主
権
の
移
動
(
政
治
的
上
部
榊
造
の
核
心
に
お
け
る
変
革
)
を
実
現
し

た
。
そ
れ
は
同
時
に
、
大
権
に
整
序
さ
れ
た
封
建
的
法

l
所
有
体
系
の
破

砕
に
よ
る
近
代
化
に
迎
合
的
な
あ
る
い
は
そ
の
前
提
と
ん
は
る
法

1
所
有
荷

関
係
の
創
出
に
よ
っ
て
伴
わ
れ
た
。
前
者
は
後
者
の
実
現
を
政
治
的
に
条

件
づ
け
、
後
者
は
前
者
を
物
的
に
実
体
的
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
革
命
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と
し
て
の
一
般
酌
核
心
は
、
ま
さ
に
十
引
の



点
に
あ
る
。
だ
が
、
一
国
の
ブ
ル
ジ
宝
ア
革
命
に
お
け
る
農
業
・
土
地
問

顕
解
決
の
歴
史
的
個
性
は
、
農
業
近
代
化
の
た
め
の
障
害
の
除
去
(
封
建

的
土
地
所
有
の
廃
棄
〉
一
般
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
れ
ら
の
障
害
を

ど
う
い
う
ふ
う
に
除
去
す
る
か
、
ど
う
い
う
階
級
が
、
ど
う
い
う
方
法
で
、

こ
の
除
古
を
雲
行
す
る
か
に
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
革
命
勢
力
内
部
に

お
け
る
政
治
闘
争
は
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
対
立
を
、
領
主
的
土
地
所
有

と
農
民
的
土
地
保
有
k
の
私
有
権
化
の
た
め
の
二
者
闘
争
的
対
抗
L

乙
し
て

反
映
し
て
い
た
ロ

L
か
も
そ
れ
は
、
こ
の
革
命
の
革
命
事
業
内
全
過
程
の

根
氏
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
帰
結
を
左
右
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
革
命

権
力
の
相
具
な
る
一
つ
の
形
態
と
規
定
的
に
関
連
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。

結
局
こ
こ
で
は
、
農
民
的
農
業
土
地
綱
領
を
推
進
し
た
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・

長
民
勢
力
は
敗
北
し
、
議
会
派
ジ
ェ
ト
リ
が
惟
力
を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
か
れ
ら
白
地
主
的
農
業
・
土
地
綱
怪
白
貫
徹
を
み
た
の
で
あ
る
。

議
会
派
ジ
ェ
〆
ト
リ
の
勝
利
と

νグ
品
ラ
ズ
の
敗
北
こ
そ
、
イ
ギ
り
ス

革
命
の
寸
保
守
的
性
格
」
を
決
定
し
た
O
で
あ
る
ω

イ
ギ
リ
ス
苧
命
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
改
革
の
核
心
は
、
領
主
的
土
地

所
有
の
近
代
的
物
権
(
私
有
権
)
と
し
て
の
法
認
と
、
農
業
改
良
(
聞
い
こ

み
の
自
由
)
の
宣
言
で
あ
る
。
こ
の
改
革
の
意
義
を
評
価
す
る
た
め
に
は
両

者
の
関
連
を
切
り
離
し
て
は
な
ら
な
い
。
資
本
主
義
的
農
業
生
産
の
展
開

の
た
め
に
は
、
生
産
力
の
発
展
に
た
し
γ

す
る
障
害
の
除
去
は
、
無
条
件
に

必
要
で
あ
り
必
然
で
あ
る
。
領
主
的
土
地
所
有
と
農
民
の
零
細
経
常
共

同
体
的
諸
関
係
と
の
伝
統
的
態
様
は
、
と
も
に
廃
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

U

イ
ギ
リ
ス
革
命
の
農
業
・
土
地
問
題
解
決
と
そ
心
歴
史
的
意
義

闘
い
こ
み
の
円
由
共
同
体
の
破
壊
を
宣
言
し
た
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
的
ジ
エ

ン
ト
リ
的
「
土
地
情
婦
」
の
体
系
が
、
進
歩
的
な
資
本
主
義
発
展
の
線
に

そ
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
全
く
う
た
が
い
な
い
。
だ
が
こ
の
ジ
z

γ

}

リ
に
よ
る
改
革
の
腔
史
的
特
殊
性
は
、
こ
の
「
清
柿
」
が
、
全
〈
「
地
主

の
利
益
に
合
致
し
て
い
る
」
唱
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
}
地
の
旧
組
主
権
者

に
よ
る
私
有
地
化
と
結
合
し
前
提
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の

改
革
は
、
地
主
的
土
地
所
有
を
維
持
し
、
今
や
私
有
栴
に
内
包
せ
し
め
ら

れ
た
旧
領
主
権
を
共
同
体
の
破
壊
に
動
員
し
、
か
く
し
て
資
本
充
用
の
場

を
創
出
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
土
地
所
有
の
経
済
的
円
実
を
脱
皮
さ
せ
る

こ
と
に
よ
る
、
上
か
ら
の
地
主
的
な
問
題
解
決
の
た
め
の
改
革
で
あ
る
。

そ
れ
は
農
民
的
に
で
は
な
く
、
農
民
、
と
対
立
し
て
地
主
に
よ
っ
て
、
農
民

的
土
地
保
有
の
私
有
権
化
「
長
民
的
分
割
地
所
有
』
町
一
一
般
的
成
立
を
拒

否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
就
さ
れ
た
の
で
あ
る

D

拡
有
権
E
L
亡
行
使

さ
れ
る
「
阿
国
主
権
」
こ
そ
、
地
主
的
「
土
地
清
嗣
」
の
た
め
の
地
主
の
暴

力
の
基
礎
、
か
の
「
農
業
革
命
」
の
「
暴
刀
的
枠
粁
」
で
あ
っ
た
。
革
命

は
そ
れ
に
、
合
法
性
と
い
う
聖
水
を
ふ
り
か
け
た
の
で
あ
る
。
修
道
院

解
散
と
第
一
次
回
い
こ
み
運
動
と
は
、
地
主
的
「
土
地
清
掃
」
の
第
一

の
、
ど
が
な
お
立
法
に
抗
し
て
「
何
人
的
暴
行
」
と
し
て
行
わ
れ
た
、
事

み
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
革
命
に
つ
づ
〈
世
紀
白
、
議
会
に
よ
る
『
聞

い
こ
み
法
』
何
回

n
E
2
2
k
g
z
の
施
行
は
、
そ
の
第
二
の
、
国
家
に

よ
り
聖
化
き
れ
た
巨
事
で
あ
っ
九
。
イ
ギ
リ
ス
革
命
は
、
領
主
的
土
地

所
有
り
「
近
代
的
土
地
所
有
」
へ
の
転
化
の
法
的
前
提
を
つ
く
り
出
し
、

第
八
十
己
巻

一じ
五

同

第
四
号



イ
ギ
リ
ス
革
命
の
産
業
・
土
地
問
題
解
決
と
そ
の
歴
史
的
意
義

か
く
し
て
こ
の
地
主
的
な
道
を
通
つ
て
の
コ
二
分
制
」
!
近
代
イ
ギ
リ
ス

農
業
土
地
制
度
碓
立
の
方
向
を
条
件
づ
付
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
最
初

に
定
置
し
た
わ
れ
わ
れ
の
分
析
視
角

l
「
二
つ
の
道
」
の
見
地
か
ら
与
え

ら
れ
る
、
イ
ギ
り
λ
革
命
の
品
業
土
地
問
題
僻
決
の
雌
史
的
性
格
に
か

ん
す
る
、
理
論
的
・
実
証
的
帰
結
で
あ
る
。

∞
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
保
守
的
性
格
に
言
及
し
て
、
「
大
部
分
の
大
帥

主
」
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
陣
岱
に
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
に
注
目
し
、
そ

れ
こ
そ
が
「
イ
ギ
り
ス
革
命
を
、
分
割
地
所
有
制
度
の
創
出
に
よ
っ

て
大
土
地
所
有
を
廃
止
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
木
質
的
に
区
別
す

る
も
の
」
と
み
た
マ
ル
ク
ス
の
示
唆
多
い
指
摘
が
、
こ
こ
で
是
非
と
も

想
起
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
同
居
日
〆
J
F
回
。
4
2
0
4
4

。
同
町
E
N
E
d

切
と
c
r
J
F
Hド

u
h
a
z
p問
d
a
h
n
r
(吉
切

さ

E
言、』
v
u
h
-

助
後
一
記
註
川
刊
参
照
。

川
開
地
代
強
課

HPC
昨ヨ
E
E
m、
地
主
自
己
経

Humo耳目。
E
E
F
H

日
E
町
、
富
裕
な
借
地
曲
目
と
の
貸
借
契
約
形
成
、
り
三
現
象
を
そ
れ

ぞ
れ
封
建
反
動
(
寄
圭
地
主
的
要
求
ゴ
ュ

γ
カ

l
化
、
「
下
か
ら
り
」

近
代
化
、
と
姐
定
し
、
相
主
に
対
立
す
る
も
の
と
み
て
、
イ
ギ
リ
ス

革
命
の
一
評
価
に
関
連
さ
せ
る
見
解
が
み
ら
れ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
は
、

す
べ
て
地
主
的
近
代
化
と
い
う
同
じ
呪
象
の
ち
が
っ
た
乱
れ
方
か
、

あ
る
い
は
そ
の
附
随
現
象
に
す
ぎ
な
い
。
貨
幣
地
代
成
立
以
後
心
経

済
発
肢
の
基
抵
1
1
1農
民
層
の
小
ぉ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
肢
が
、
暗
主
回

に
と
っ
て
、
地
代
の
絶
対
的
但
対
的
減
少
|
|
「
財
政
」
危
機
に

集
約
的
に
表
現
さ
わ
て
く
る
も
の
台
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
地
主
的
対

応
は
、
即
自
引
に
は
か
か
る
危
機
か
ら
の
脱
山
可
能
な
「
土
地
収
椛

第
八
十
七
巻

四

第
四
号

下
一」/、

の
極
大
確
保
」
に
あ
り
，
上
の
い
ず
れ
も
が
き
し
当
り
そ
れ
に
包
掛

さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た

(ρ
り
「
ジ
エ
ン
ト
リ
の
勃
興
」
と
は
ま

さ
に
、
か
か
る
一
見
無
姐
定
的
な
現
象
形
態
を
泊
じ
て
す
る
、
「
ブ

ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
」
へ
の
地
王
的
適
応
過
釈
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

い
わ
ゆ
る
「
地
主
の

E
目
2
E巳
R
E
5
u」
な
る
用
語
の
一
出

の
其
迫
性
/
)
。
ヰ
相
良
に
た
い
す
る
地
代
つ
り
上
げ
|
|
搾
出
地

代
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
単
な
る
地
代
強
課
に
す
ぎ
な
い
が
、

(
少
く
之
も
一
七
世
紀
以
降
の
基
本
動
向
か
ら
す
る
し
ι
き
て
そ
れ
は

同
時
に
、
農
民
追
放
(
|
|
閤
い
ご
み
)
の
経
済
的
尺
度
、
さ
ら
に

富
裕
な
借
地
内
田
導
入
の
経
済
的
尺
度
、
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
は

競
争
地
代
で
あ
っ
て
、
自
立
的

R
是
附
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の

立
味
で
、
宮
神
た
惜
地
農
の
華
人
も
、
地
主
酎
土
地
所
有
の
昨
保
を

前
提
し
て
、
地
代
掩
大
化
と
い
う
土
地
所
有
の
見
地
か
ら
す
る
と
こ

ろ
の
、
地
代
強
一
課
に
摘
註
さ
れ
た
近
代
経
品
目
の
導
入
で
あ
る
。
し
か

も
こ
の
地
代
収
治
増
大
の
た
め
の
借
地
農
の
導
入
と
、
地
主
の
自
己

経
計
と
が
、
土
地
保
有
の
強
巾
に
対
抗
す
る
司
じ
地
主
的
対
応
。

(
な
お
地
主
に
と
っ
て
選
択
可
能
た
〉
二
形
態
に
寸
ぎ
な
か
っ
た
一
」

と
は
、
た
と
え
ば
一
七
世
紀
初
頭
む
ト
マ
ス
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
次
の

青
葉
日
一
日
ず
と
村
り
で
あ
る
。
二
八
世
紀
を
通
じ
て
長
民
と
く
に
ヨ

1

マ
γ
が
勃
興
し
た
こ
と
を
回
顧
し
た
が
ら
い
う
「
し
か
し
か
れ
ら

は
こ
れ
ま
で
の
状
態
か
ら
は
非
常
に
落
ち
ふ
れ
て
い
る
。
と
い
う
り

は
、
こ
れ
主
で
も
っ
ぱ
ら
軍
事
に
没
頭
し

τき
た
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン

が
、
い
ま
ボ
は
大
て
い
立
派
な
農
業
家
に
な
り
、
フ
ァ

1

マ
ー

に
劣
ら
ず
日
分
の
土
地
を
最
大
限
に
改
善
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る



か
ら
で
あ
る

u

そ
れ
ゆ
え
ジ
ヱ
ン
ト
ル
マ
ン
は
、
借
地
契
約
が
満
期

に
な
っ
た
と
き
は
、
土
地
を
と
り
戻
し
、
そ
れ
を
自
分
で
耕
す
か
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
ち
ば
ん
よ
い
地
代
を
支
払
う
も
の
に
貸
す
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
v

と
に
よ
っ
て
、
イ
γ
グ
ラ
ン
ド
の
ヨ

I
マ
γ
リ
は
没
蒋

L
、

ジ
ェ
ソ
ト
り
の
召
使
い
に
さ
れ
て
い
る
」
と
(
傍
点
引
用
者
)
。
叶
げ
。
-

E
g
d
J
E
o
p
H
r
Eお
な
え
同
s
h
N
S
S白
人
ぬ
き

3
b
c
s
H
q
o
p

右

足

l
H
P
E
n
E
Mロ

E乱
開
口
。
戸
(
丘
〕

-
4
3精

一

]
V
O
N

こ
の
二
つ
の
形
態
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
地
主
的
工
地
所
有
の
確

保
(
哉
氏
的
土
地
所
有
碓
1
Y
の
阻
止
)
を
前
提
L
た
「
改
良
」
(
土

地
へ
の
「
資
本
」
り
充
用
H
H

「
土
地
所
有
」
の
「
資
木
」
へ
の
従
属

過
程
の
推
進
)
で
あ
る
一
ハ
も
ち
ろ
ん
自
己
経
営
は
、
そ
れ
が
い
か
に

資
本
主
義
的
で
あ
ろ
う
と
な
お
、
「
資
本
制
地
代
」
へ
の
過
波
形
態

に
す
ぎ
な
い
が
)
。
こ
の
見
地
か
ら
は
、
持
白
地
代
は
、
地
主
的
近

代
化

r不
可
避
な
、
あ
の
い
は
そ
の
前
提
よ
ナ
ら
な
る
、
雫
組
曲
民

大
衆
の
い
わ
ば
「
債
務
以
隷
化
現
象
」
で
あ
る
。
本
命
に
お
け
る
改

革
が
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
総
体
と
し
て
の
地
主
的
近
代
化
に
適
合
的
な

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
も
は
や
自
明
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
単
な
る
地

代
強
謀
り
た
め
の
「
寄
生
地
主
」

O
志
向
の
一
時
的
貫
徹
を
み
る
沢

林
正
長
氏
の
見
解
〈
浜
朴
、
前
掲
需
第
四
章
二
)
は
、
コ
ピ

l
ホ
ー

ル
ド
の
温
存
を
地
代
強
課
に
直
結
し
て
と
ら
え
円
足
化
す
る
こ
と
に

よ
つ
で
、
土
地
立
法
の
全
体
と
近
代
化
と
の
関
連
を
み
な
い
点
で
、

ま
た
単
に
「
脊
生
地
主
」
の
耕
作
地
主
化
白
方
向
の
一
時
酌
勝
利
を

み
る
土
門
岡
山
章
氏
自
見
解
(
『
地
主
制
の
形
成
』
第
五
竿
)
は
、
地
主

的
近
代
化
を
地
主
心
「
資
本
」
へ
の
転
化
に
ワ
イ
小
化
し
、
地
主
的

イ
ギ
リ
ス
革
命
の
農
業

土
地
問
題
解
決
と
そ
の
歴
史
的
意
義

土
地
所
有
の
近
代
化
の
且
地
を
欠
く
点
で
、
一
而
的
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
こ
の
後
者
と
同
根
だ
が
、
両
見
解
は
、
第
一
次
農
業
革
命
に
お

け
る
「
三
分
制
」
の
確
立
を
「
下
か
ら
の
近
代
化
の
勝
利
」
と
し
て

左
ら
え
、
ヰ
命
的
「
地
主
的
」
帰
結
と
対
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
三
分
制
」
(
そ
れ
自
体
は
な
ん
ら
近
代
化
の
個
性
を
表
現
し
な
い
)

が
、
イ
ギ
リ
メ
で
は
、
ま
さ
に
革
命
の
「
地
主
的
」
帰
結
の
基
礎
上

に
形
成
さ
れ
た
ご
と
を
み
ず
、
イ
ギ
リ
ス
農
業
近
代
化
に
お
け
る
本

命
の
語
義
を
不
当
に
ワ
イ
小
化
し
て
い
る
。

ω
と
は
い
え
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
固
有
の
意
味
で
の
観
主
権
が
自

立
的
に
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
な
ど
と
い
お
う
と
し
て
い
る
の
予
は
な
い
。

コ
ピ
ー
ホ
ー
ル
ド
の
視
存
が
そ
う
で
あ
っ
た
ご
と
く
、
領
主
艇
の
存

続
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
自
足
的
な
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
自
己

否
定
の
た
め
の
そ
れ
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
、
地
主
的
土
地
所
有
の

確
仰
怖
を
前
提
寸
ゐ
か
ぎ
り
に
お
い
℃
、
そ
の
権
陀
の
部
目
、
宙
椅

な
借
地
農
に
よ
っ
て
代
行
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
館
、
あ
る
い
は
も
っ

と
一
般
的
に
、
回
有
の
意
味
で
の
領
主
栴
の
「
弱
化
」
(
実
は
自
己

揚
棄
)
が
漸
次
進
展
す
る
と
い
っ
た
事
実
は
、
な
ん
ら
こ
れ
と
背
馳

す
る
も
り
で
は
な
い
。
「
原
苔
の
桓
梓
」
と
し
て
の
「
領
主
権
」
は

資
本
の
展
開
を
ま
っ
て
そ
の
任
務
を

7
え
る
。
ま
た
後
記
註
川
何
事
照
。

ω
「
一
八
世
紀
の
道
事
は
法
砕
そ
の
も
の
が
今
や
人
民
共
有
地
の
盗

奪
の
道
具
と
な
る
と
い
う
点
に
問
乱
す
る
。
盗
事
の
議
会
的
形

態
は
一

u

共
同
地
問
込
み
法
案
L

の
形
態
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
地

主
が
人
民
共
有
地
を
私
有
地
と
し
て
自
分
自
身
に
贈
与
す
る
法
令
で

あ
り
、
人
民
収
立
の
法
令
で
あ
る
」
〔
傍
尽
引
用
内
〉
a

マ
ル
ク
ス
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イ
ギ
日
ワ
ス
革
命
の
農
業
・
土
地
問
題
解
決
L

と
そ
の
歴
史
的
意
義

「
資
本
論
』
〔
長
谷
部
訳
)
第
一
部
一
一

o
bベ
1
ジ
。
と
も
あ
れ
、

当
面
白
対
象
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ギ
り
ス
に
お
け
る
体
系
的
政

靖
之

L
て
の
本
源
的
世
帯
新
政
措
問
、
こ
こ
に
確
保
さ
れ
た
二
条
件

l

l
栴
力
的
条
件
(
議
会
主
相
)
と
法
的
条
例
(
抽
主
的
土
地
拡
有
体

系
)
の
基
礎
上
に
、
聞
い
こ
み
自
由
の
法
認
を
叫
に
確
立
さ
れ
る
。

ω
髄
主
的
土
地
所
有
が
私
有
権
と
し
て
法
認
さ
れ
た
こ
と
が
、
置
も

に
そ
の
「
近
代
的
土
地
所
有
」
へ
の
転
化
で
な
い
こ
と
、
自
明
で
あ

る
。
後
者
の
確
立
は
、
土
地
所
有
之
分
離
き
れ
た
「
資
本
」
に
よ
る

土
地
経
常
の
独
占
を
前
提
し
、
経
蛍
桂
の
確
立
を
内
包
す
る
。
次
の

二
点
を
指
摘
し
う
る
。
一
般
に
、
近
代
的
私
法
上
の
「
契
約
」
(
佐

一w
l債
務
関
係
)
乞
通
じ
て
す
る
仕
借
物
利
用
権
は
、
排
他
的
物
権

?
ご
で
は
土
地
私
有
権
)
の
基
礎
上
で
成
立
す
る
。
こ
れ
が
第
一
。

だ
が
v

の
法
形
式
会
資
本
に
と
っ
て
実
体
的
な
ら
し
め
る
も
の
は
、

方
で
土
地
所
有
が
資
本
を
介
し
て
し
か
自
ら
を
官
現
し
え
な
い
と

い
う
事
情
、
他
方
で
皆
木
移
動
の
白
出
が
経
済
的
に
も
実
存
す
る
こ

と
、
紘
じ
て
資
本
に
よ
る
生
産
の
全
而
的
犯
掘
l
1
1
平
均
利
刑
法
則

の
貫
徹
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
。
歴
史
的
に
は
そ
れ
は
、
産
業
資
本

の
確
立
と
と
も
に
(
と
り
わ
け
第
一
次
盟
業
革
命
渦
巾
の
土
地
所
有

に
よ
る
「
資
本
」
自
導
入
競
争
の
う
ち
に
)
事
実
的
に
成
就
さ
れ
る

(
平
均
利
潤
資
本
制
地
代
の
擁
立
可
総
じ
て
、
私
有
権
化
、
c
れ
た

右
の
土
地
所
有
の
、
「
近
代
的
土
地
所
有
」
へ
の
転
化
は
、
資
本
の

限
開
度
に
よ
っ
て
品
定
さ
れ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
「
土
地
滑
冊
」
共
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七
巻

四
四
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i¥ 

同
体
の
破
壊
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
革
命
は
そ
の
方
向
を
設
定
す
る

だ
け
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
進
展
の
度
合
は
、
資
本
主
義
発
展
の
段

階
に
か
か
わ
る
(
こ
の
あ
と
の
点
に
つ
い
て
は
堀
江
英
一
「
産
業
賢

本
主
義
の
構
造
問
一
諭
』
-
一
一
一
よ
ん
ペ
ー
ジ
参
照
三

ー

l
一

九

五

九

年

二

月

六

O
年
四
月
|
|

串
と
が
膏
こ
れ
ま
で
阿
つ
の
小
南
を
発
表
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
全

体
と
し
て
共
通
の
副
題
に
一
括
し
う
る
も
り
で
あ
る
。
し
ず
れ
も
主
九

年
一
一
月
研
究
発
表
会
の
た
め
に
作
成
し
た
組
稿
か
ら
「
農
業
近
代
化

と
ジ
エ
ン
ト
リ
の
勃
興
」
と
罰
す
る
部
分
か
の
ぞ
い
て
、
六
心
年
四
月

手
を
加
え
る
こ
と
r

J
つ
て
な
っ
た
。
全
体
に
わ
た
っ
て
、
笹
者
の
不

勉
強
の
た
め
に
、
わ
が
国
の
数
多
い
労
作
の
成
果
を
十
分
学
び
え
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
批
判
的
に
ふ
れ
た
二
三
の
先
学
的
一
彫
琢
さ

れ
た
見
解
を
不
当

r
単
純
化
し
た
の
で
は
た
い
か
‘
を
お
そ
れ
る
。
そ

の
意
味
で
も
、
ま
た
革
命
に
先
立
つ
世
紀
の
経
済
的
発
肢
に
ふ
れ
え
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
一
試
論
と
し
て
う
け
と
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
辛
甚
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
あ
と
の
点
に
つ
い
て
は
、
日
ぼ

同
じ
視
角
か
ら
、
武
眠
夫
、
松
村
幸
一
間
氏
に
よ
っ
て
近
く
労
作
が
発

喪
さ
れ
る
は
ず
で
忘
る
。
な
お
貴
重
な
助
一
百
と
激
励
を
賜
っ
た
堀
一
札
英

一
教
授
、
武
、
松
村
両
氏
、
貴
県
な
文
献
が
長
期
に
わ
た
っ
て
貸
し
て

い
た
だ
い
た
越
智
武
臣
、
米
田
市
治
、
宮
岡
次
郎
ら
の
諸
氏
に
心
か
ら

お
礼
を
申

L
ヒ
げ
た
い
。


